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一
　
は
じ
め
に

　
芦
田
均
（
一
八
八
七
年
―
一
九
五
九
年
）
は
、
戦
前
に
お
い
て
は
外
交
官
か
ら
政
界
に
転
身
し
政
友
会
所
属
の
代
議
士
と
し
て
活
動
し
、

政
党
政
治
擁
護
の
論
陣
を
張
っ
た
「
自
由
主
義
者
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い（
1
）る。

彼
は
終
戦
後
、
日
本
自
由
党
の
創
設
に
参
加
し
、
厚
生
大

臣
を
務
め
た
後
、
一
九
四
七
年
に
脱
党
し
民
主
党
を
結
成
す（
2
）る。
同
党
は
、
社
会
党
・
国
民
協
同
党
と
連
立
政
権
を
樹
立
し
、
片
山
哲
社

会
党
委
員
長
を
首
班
と
す
る
内
閣
に
お
い
て
芦
田
は
副
総
理
兼
外
務
大
臣
を
務
め
た
。
翌
年
に
は
、
片
山
内
閣
崩
壊
を
受
け
、
連
立
の
枠

組
み
を
引
き
継
ぐ
形
で
内
閣
総
理
大
臣
に
就
任
す
る
。
厚
相
・
外
相
・
首
相
在
任
時
を
通
じ
芦
田
は
、
占
領
政
策
に
伴
う
各
種
の
戦
後
改

革
に
対
し
、
日
本
の
近
代
化
・
民
主
化
を
意
図
し
た
も
の
と
し
て
積
極
的
な
姿
勢
を
見
せ（
3
）た。
一
九
四
八
年
秋
の
総
理
退
任
後
も
芦
田
は
、

自
由
党
（
一
九
五
〇
年
以
前
は
民
主
自
由
党
）
の
吉
田
茂
政
権
と
対
峙
す
る
形
で
政
治
活
動
を
続
け
た
。
彼
が
所
属
し
た
の
は
、
民
主
党
↓

国
民
民
主
党
（
五
〇
年
結
成
、
苫
米
地
義
三
総
裁
）
↓
改
進
党
（
五
二
年
結
成
、
重
光
葵
総
裁
）
↓
日
本
民
主
党
（
五
四
年
結
成
、
鳩
山
一
郎
総

裁
）
と
い
う
、「
第
二
保
守
党
」
と
呼
称
さ
れ
る
政
党
で
あ
っ（
4
）た。

　
他
方
、
日
本
民
主
党
結
成
に
先
立
つ
一
九
五
四
年
初
頭
か
ら
、
芦
田
は
当
時
自
由
党
所
属
の
岸
信
介
・
石
橋
湛
山
と
共
に
保
守
政
党
の

合
同
を
推
進
す
る
運
動
を
行
い
、
三
名
と
も
に
参
加
し
た
日
本
民
主
党
を
一
里
塚
と
し
て
、
翌
五
五
年
一
一
月
の
保
守
合
同
に
際
し
て
は

率
先
し
て
自
由
民
主
党
の
結
成
に
参
画
し
た
。
し
か
し
、
呉
越
同
舟
と
言
わ
れ
た
第
二
保
守
党
と
、
そ
の
一
〇
年
に
わ
た
る
与
野
党
対
決

の
相
手
方
で
あ
っ
た
自
由
党
が
合
流
し
た
自
由
民
主
党
は
、
い
か
な
る
保
守
政
党
を
構
築
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
一
枚
岩
で

は
な
く
、
種
々
の
路
線
対
立
を
内
包
し
て
お
り
、
芦
田
も
活
発
な
言
動
を
見
せ
て
い
た
。
た
だ
し
、
そ
の
活
動
量
に
比
し
て
、
同
時
期
の

芦
田
に
関
す
る
研
究
は
進
ん
で
い
な
い
。
自
民
党
時
代
の
芦
田
個
人
の
活
動
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
と
し
て
は
、
芦
田
の
「
親
米
」
的
な

外
交
政
策
を
取
り
上
げ
た
三
戸
英
治
の
研
究
が
存
在
す（
5
）る。

そ
の
一
方
で
、
同
時
期
の
自
民
党
内
で
は
、
国
家
運
営
の
基
本
姿
勢
、
す
な
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わ
ち
、
政
党
組
織
の
あ
り
方
や
、
国
家
と
国
民
の
関
係
等
を
め
ぐ
る
対
立
が
浮
上
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
点
に
関
す
る
芦
田
の
言
動

に
つ
い
て
は
未
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

　
ま
た
、
同
時
期
の
芦
田
を
取
り
上
げ
る
に
あ
た
っ
て
留
意
す
べ
き
は
、
防
衛
政
策
論
と
の
関
係
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
代
に
入
る
と
芦

田
は
、
独
立
回
復
と
冷
戦
構
造
の
顕
在
化
を
受
け
て
再
軍
備
促
進
運
動
を
展
開
し
て
お
り
、
先
述
の
第
二
保
守
党
研
究
に
お
い
て
も
こ
の

点
に
は
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い（
6
）る。

そ
の
た
め
、
自
民
党
時
代
の
芦
田
に
つ
い
て
も
、
防
衛
政
策
史
の
研
究
に
お
い
て
再
軍
備
運
動
と
の

連
関
の
中
で
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な（
7
）い。
し
か
し
、
晩
年
の
芦
田
個
人
の
政
治
理
念
の
全
体
像
を
検
証
し
な
が
ら
、
そ
の
中
で
彼

の
再
軍
備
論
を
位
置
付
け
る
作
業
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
特
に
、
占
領
期
の
芦
田
の
特
徴
で
あ
っ
た
戦
後
民
主
主
義
に
対
す
る
芦
田
の
評

価
が
そ
の
後
変
化
し
た
の
か
否
か
は
不
明
な
ま
ま
で
あ（
8
）る。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
自
民
党
政
治
家
時
代
の
芦
田
が
政
党
像
や
国

家
と
国
民
の
関
係
性
に
つ
い
て
い
か
な
る
主
張
を
実
現
し
よ
う
と
試
み
た
の
か
、
そ
の
言
動
を
党
内
の
政
治
家
と
の
対
比
も
行
い
つ
つ
、

以
下
の
視
点
か
ら
考
察
し
た
い
。

　
具
体
的
に
は
、
第
一
に
、
総
裁
選
や
人
事
を
め
ぐ
る
自
民
党
内
の
対
立
構
造
に
注
目
し
、
党
内
組
織
や
政
治
家
の
人
間
像
に
対
す
る
芦

田
の
認
識
を
取
り
上
げ
る
。
そ
こ
で
は
、
彼
お
よ
び
そ
の
周
辺
が
共
有
し
て
い
た
組
織
文
化
や
行
動
様
式
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
第
二

に
、
国
家
と
国
民
の
関
係
を
論
じ
た
彼
の
国
家
論
に
注
目
す
る
。
そ
こ
で
は
、
戦
後
民
主
主
義
に
対
す
る
姿
勢
と
公
共
心
や
国
家
に
関
す

る
言
説
を
対
比
さ
せ
つ
つ
、
芦
田
の
政
治
理
念
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

　
以
上
の
芦
田
の
姿
勢
が
示
さ
れ
た
事
例
と
し
て
、
第
三
に
、
芦
田
の
防
衛
政
策
論
を
再
検
証
す
る
。
そ
こ
で
は
、
防
衛
政
策
の
目
的
や
、

そ
の
普
及
に
際
し
て
の
国
民
の
位
置
付
け
お
よ
び
留
意
点
に
注
目（
9
）し、

防
衛
政
策
を
議
論
す
る
に
あ
た
っ
て
も
上
記
の
政
治
理
念
が
反
映

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、
芦
田
の
国
家
論
や
防
衛
政
策
論
が
い
か
に
受
け
止
め
ら
れ
た
か
を
追
う
こ
と
で
、
芦
田
の

主
張
が
受
容
あ
る
い
は
拒
絶
さ
れ
て
い
く
過
程
に
見
ら
れ
る
時
代
的
特
徴
に
も
言
及
し
た
い
。
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二
　
党
内
対
立
の
構
図

　
本
章
で
は
、
自
民
党
内
に
お
け
る
芦
田
の
政
治
行
動
を
、
総
裁
選
お
よ
び
党
内
政
局
を
は
じ
め
と
す
る
対
立
構
造
に
も
留
意
し
つ
つ
概

観
す
る
と
と
も
に
、
彼
が
保
守
政
党
に
求
め
た
組
織
文
化
や
理
想
の
政
治
家
像
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

㈠
　
石
橋
湛
山
の
擁
立

　
一
九
五
五
年
の
保
守
合
同
に
よ
り
結
成
さ
れ
た
自
由
民
主
党
に
参
加
し
た
芦
田
は
、
翌
五
六
年
に
は
、
鳩
山
政
権
退
陣
後
の
総
裁
選
へ

向
け
た
党
内
活
動
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
自
民
党
の
初
代
総
裁
は
、
旧
自
由
党
系
の
緒
方
竹
虎
の
急
死
に
よ
り
、
日
本
民
主
党
の

総
裁
で
あ
っ
た
鳩
山
一
郎
首
相
が
続
投
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
継
を
め
ぐ
っ
て
は
熾
烈
な
路
線
闘
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

芦
田
は
、
次
期
総
裁
候
補
と
観
測
さ
れ
た
四
人
す
な
わ
ち
岸
信
介
、
石
井
光
次
郎
、
松
村
謙
三
、
石
橋
湛
山
に
つ
い
て
、「
石
井
、
松
村

で
は
心
細
い
。
残
り
の
二
人
で
き
め
る
が
よ
い
」
と
記
し
、
石
橋
あ
る
い
は
岸
を
適
任
と
し
て
い
）
10
（

た
。
ま
た
同
年
秋
に
か
け
て
は
、
芦
田

グ
ル
ー
プ
の
議
員
で
あ
る
千
葉
三
郎
・
須
磨
弥
吉
郎
に
よ
り
呼
び
掛
け
ら
れ
た
時
局
懇
談
会
に
も
名
を
連
ね
て
い
）
11
（
た
。
同
会
は
呼
び
掛
け

人
の
両
名
を
除
け
ば
主
に
石
井
派
・
岸
派
に
所
属
す
る
対
ソ
交
渉
慎
重
派
で
構
成
さ
れ
た
会
合
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
芦
田
の
参
加
姿
勢
は

「
岸
派
に
極
め
て
近
い
」
と
見
ら
れ
て
い
）
12
（
た
。
し
か
し
年
末
の
総
裁
選
に
お
い
て
芦
田
は
、
岸
支
持
に
回
る
こ
と
な
く
石
橋
を
支
持
す
る

こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
第
二
回
総
裁
選
は
、
石
橋
・
石
井
両
陣
営
の
「
二
位
・
三
位
連
合
」
に
よ
り
、
石
橋
が
岸
を
決
選
投
票
に
お
い
て
逆
転
す
る
と
い

う
展
開
と
な
っ
）
13
（

た
。
選
挙
期
間
中
に
、
岸
対
石
橋
・
石
井
と
い
う
連
携
の
構
図
を
聞
か
さ
れ
て
い
た
芦
田
は
、
内
心
で
は
「
石
橋
六
分
、

岸
四
分
と
い
う
と
こ
ろ
」
と
、
早
い
段
階
か
ら
石
橋
へ
の
支
持
に
傾
い
て
い
）
14
（

た
。
実
際
、
岸
と
石
橋
の
対
決
と
な
っ
た
決
選
投
票
に
お
い
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て
も
、
芦
田
は
三
木
武
夫
・
松
村
派
お
よ
び
石
井
、
池
田
勇
人
両
派
と
共
に
石
橋
に
投
票
し
た
の
で
あ
）
15
（
る
。

　
自
民
党
内
の
石
橋
陣
営
は
、
派
閥
の
力
関
係
で
い
え
ば
、
鳩
山
政
権
下
の
岸
や
河
野
一
郎
を
中
心
と
す
る
主
流
派
に
対
し
て
非
主
流
派

と
な
っ
て
い
た
面
々
の
連
合
体
で
あ
り
、
芦
田
も
そ
こ
に
属
し
て
い
）
16
（
た
。
ま
た
、
芦
田
派
と
石
井
派
（
旧
緒
方
派
）
の
間
に
は
、
か
つ
て

両
者
の
主
導
に
よ
る
保
守
合
同
を
模
索
し
た
時
以
来
の
協
力
関
係
が
存
在
）
17
（
し
、
石
井
・
石
橋
連
合
が
成
立
し
た
と
の
情
報
も
そ
の
筋
か
ら

芦
田
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
）
18
（

た
。
こ
れ
ら
の
背
景
か
ら
、
芦
田
が
石
橋
を
支
持
し
石
井
ら
と
行
動
を
共
に
す
る
こ
と
は
自
然
な
流
れ
と
い
え

た
。
一
方
で
、
先
述
の
時
局
懇
談
会
の
関
係
で
石
井
に
接
触
し
て
い
た
芦
田
系
議
員
は
、
第
一
回
投
票
に
お
い
て
は
石
井
に
投
票
し
た
の

ち
決
選
投
票
に
お
い
て
は
岸
を
選
択
す
る
と
い
う
行
動
を
と
る
者
も
多
か
っ
）
19
（

た
。
そ
れ
で
も
芦
田
は
、
派
内
に
お
い
て
支
持
が
割
れ
つ
つ

あ
る
と
の
観
測
か
ら
、
投
票
時
さ
ら
に
は
そ
の
後
ま
で
支
持
候
補
を
明
言
し
な
い
と
し
た
も
の
）
20
（
の
、
石
橋
支
持
と
い
う
選
択
を
変
え
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。

　
同
総
裁
選
の
結
果
誕
生
し
た
石
橋
内
閣
は
首
相
発
病
の
た
め
二
ケ
月
で
総
辞
職
と
な
り
、
岸
内
閣
が
成
立
す
る
が
、
岸
と
芦
田
の
対
立

構
図
は
、
そ
の
後
二
年
に
わ
た
っ
て
燻
り
続
け
た
党
内
抗
争
に
よ
り
明
確
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
、
岸
を
支
え
る
河
野
と

の
闘
争
で
も
あ
っ
）
21
（
た
。
以
下
、
そ
れ
ら
を
時
系
列
を
追
っ
て
見
て
い
き
た
）
22
（
い
。
ま
ず
、
岸
政
権
発
足
後
程
な
く
し
て
、
総
裁
選
時
に
岸
に

接
近
し
て
い
た
千
葉
三
郎
が
芦
田
の
会
合
に
復
帰
し
、
さ
ら
に
河
野
へ
の
牽
制
を
念
頭
に
「
三
木
・
松
村
・
石
井
・
石
橋
の
連
携
」
を
提

言
す
る
。
芦
田
の
周
辺
で
は
、
石
井
支
持
者
を
含
め
た
連
携
に
よ
り
岸
・
河
野
に
対
抗
す
る
と
い
う
総
裁
選
の
基
本
的
な
枠
組
み
が
維

持
・
強
化
さ
れ
て
い
）
23
（

た
。
石
井
自
身
は
、
五
七
年
七
月
の
内
閣
改
造
に
よ
っ
て
政
権
入
り
す
る
が
、
そ
の
後
も
非
主
流
派
と
し
て
の
自
意

識
を
持
ち
続
け
）
24
（

た
。
こ
の
改
造
に
つ
い
て
芦
田
は
、「
河
野
式
内
閣
」
の
成
立
で
あ
る
と
し
て
「
不
快
」
と
述
べ
、
側
近
議
員
で
あ
る
志

賀
健
次
郎
の
岸
内
閣
倒
閣
論
に
内
心
で
同
意
す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
）
25
（
た
。

　
翌
五
八
年
六
月
に
は
、
第
二
八
回
総
選
挙
後
の
議
長
選
の
際
、
主
に
松
村
・
三
木
・
石
橋
・
池
田
ら
反
主
流
派
か
ら
議
長
候
補
と
し
て

芦
田
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
も
、
河
野
お
よ
び
大
野
伴
睦
副
総
裁
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
る
事
態
が
発
生
し
）
26
（
た
。
党
外
交
調
査
会
会
長
に
も
か
か
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わ
ら
ず
政
府
に
「
非
協
力
的
」
と
さ
れ
た
芦
田
の
姿
勢
が
、
議
長
職
に
就
い
た
後
に
も
継
続
す
る
と
危
惧
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
結
局
議

長
に
は
、
主
流
派
の
特
に
河
野
が
強
く
推
し
、
さ
ら
に
は
鳩
山
元
首
相
の
支
持
も
得
た
星
島
二
郎
が
就
任
す
る
こ
と
に
な
っ
）
27
（

た
。
こ
の
際
、

一
連
の
経
緯
に
つ
き
、
三
木
が
党
執
行
部
を
公
然
と
非
難
し
た
こ
と
か
ら
、
芦
田
と
三
木
と
の
関
係
は
緊
密
化
す
る
。
芦
田
は
三
木
に
直

接
謝
意
を
伝
え
る
と
共
に
、
岸
内
閣
に
お
け
る
河
野
の
影
響
力
は
今
後
も
続
く
と
の
観
測
の
下
、
協
力
し
て
対
抗
す
る
こ
と
で
一
致
し
）
28
（
た
。

　
議
長
選
と
同
時
に
行
わ
れ
た
首
班
指
名
・
再
組
閣
に
よ
り
誕
生
し
た
第
二
次
岸
内
閣
に
つ
い
て
も
芦
田
は
、
岸
お
よ
び
佐
藤
栄
作
の
兄

弟
、
お
よ
び
河
野
・
大
野
と
い
う
党
内
主
流
派
に
よ
る
支
配
が
確
立
し
た
と
見
て
い
た
。
一
方
、
こ
の
内
閣
・
党
役
員
人
事
に
お
い
て
三

木
は
党
政
調
会
長
か
ら
外
さ
れ
、
石
井
が
大
臣
職
を
解
か
れ
た
。
芦
田
は
こ
れ
に
よ
り
三
木
・
石
橋
・
石
井
・
池
田
の
反
主
流
派
が
「
無

力
化
」
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
し
、「
内
閣
は
一
応
形
は
よ
く
出
来
て
い
る
が
吾
々
の
期
待
す
る
も
の
は
何
一
つ
出
来
そ
う
も
な
い
」「
日
本

は
底
か
ら
崩
れ
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
反
発
し
）
29
（

た
。
岸
の
施
政
方
針
演
説
に
つ
い
て
も
「
新
し
い
こ
と
は
何
も
な
い
」
と
の
評
価
を
下
し

た
の
で
あ
っ
）
30
（
た
。
対
照
的
に
、
芦
田
と
三
木
・
池
田
と
の
関
係
は
さ
ら
に
緊
密
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
。

㈡
　
党
近
代
化
論
と
人
間
観

　
こ
の
よ
う
な
中
、
芦
田
の
属
し
た
陣
営
と
岸
陣
営
の
間
で
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
の
が
、
目
指
す
べ
き
政
党
政
治
家
像
を
め
ぐ
る
対
立
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
党
内
組
織
の
あ
り
方
へ
の
問
題
意
識
、
さ
ら
に
は
生
活
や
思
考
に
お
け
る
基
本
姿
勢
か
ら
生
じ
て
い
た
。

　
芦
田
が
政
治
家
に
求
め
た
の
は
、
党
内
の
組
織
風
土
の
近
代
化
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
派
閥
文
化
へ
の
批
判
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
。
そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
上
位
下
達
型
の
組
織
文
化
で
あ
っ
た
。
芦
田
は
、
総
裁
選
に
お
い
て
「
徒
党
を
組
む
な
ど
も
っ

て
の
ほ
か
」「
思
っ
た
人
に
自
由
に
投
票
す
べ
き
」
と
述
べ
た
ご
と
く
、
政
治
家
が
組
織
的
上
下
関
係
に
基
づ
い
て
一
致
し
て
行
動
す
る

こ
と
は
不
自
然
で
あ
り
、
前
近
代
的
な
行
為
で
あ
る
と
見
な
し
）
31
（

た
。
こ
の
観
点
か
ら
、
芦
田
は
岸
を
「
派
閥
好
き
」
と
評
し
て
い
）
32
（

た
。
そ

し
て
、「
岸
君
に
党
の
刷
新
を
求
め
た
と
し
て
も
大
し
た
事
は
や
ら
な
い
」
と
い
う
の
が
芦
田
の
結
論
で
あ
っ
）
33
（
た
。
ま
た
、
政
治
的
実
行
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力
が
あ
る
と
岸
が
認
め
た
河
野
一
郎
の
姿
）
34
（
も
、
芦
田
に
と
っ
て
は
逆
に
、
構
成
員
の
意
思
よ
り
組
織
的
な
統
率
力
に
重
き
を
置
い
た
手
法

と
映
っ
）
35
（

た
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
岸
は
組
織
こ
そ
意
思
決
定
お
よ
び
執
行
に
際
し
て
の
権
力
の
源
泉
で
あ
る
と
見
な
し
て
お
り
、
反
岸
陣
営
か
ら
の
右

の
よ
う
な
批
判
を
受
容
す
る
こ
と
は
な
か
っ
）
36
（
た
。
岸
も
、
党
の
近
代
化
を
主
張
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
総
裁
権
限
の
強
化
に
よ
っ
て
各
派

閥
の
反
執
行
部
活
動
を
抑
制
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
っ
）
37
（

た
。
そ
こ
で
は
、
石
橋
支
持
グ
ル
ー
プ
の
ほ
う
こ
そ
組
織
政
党
形

成
に
際
し
て
望
ま
し
か
ら
ざ
る
存
在
と
さ
れ
た
。
石
橋
を
「
淡
泊
」「
政
治
家
と
し
て
は
執
着
性
が
足
り
な
い
」
と
評
し
た
岸
は
、
政
治

家
の
資
質
と
し
て
権
力
獲
得
へ
の
意
志
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
、
反
岸
陣
営
の
指
導
者
の
政
治
姿
勢
に
疑
問
を
呈
し
て
い
）
38
（

た
。
他
方
で
、

数
の
力
を
有
し
て
い
な
い
者
が
権
力
を
求
め
た
場
合
、
三
木
の
よ
う
に
「
小
会
派
的
な
性
格
」
と
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
変
則
的
な
政
治
手

法
を
多
用
す
る
傾
向
が
あ
る
と
し
て
問
題
視
し
）
39
（

た
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
岸
は
松
村
に
つ
い
て
も
「
聖
人
君
子
の
よ
う
に
い
わ
れ
て

お
っ
て
、
実
は
腹
の
底
が
真
っ
黒
け
な
悪
人
」
か
つ
「
策
士
」
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
）
40
（
た
。
芦
田
が
、
数
と
力
の
追
求
が
先
行
す
る
こ
と

で
各
人
の
信
条
が
稀
薄
化
さ
せ
ら
れ
る
と
の
判
断
に
立
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
岸
は
組
織
力
と
決
定
権
を
備
え
た
自
ら
こ
そ
、
そ
の
経
綸

を
正
攻
法
で
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
両
者
の
相
克
は
、
一
個
人
と
し
て
の
基
本
姿
勢
に
ま
で
遡
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
芦
田
と
岸
は
好
対
照
を
な

し
て
い
た
。「
え
ん
え
ん
と
続
く
日
本
式
宴
会
に
は
、
あ
ま
り
出
席
せ
ず
」、「
同
志
で
飯
を
食
お
う
と
い
う
と
き
、
あ
の
人
は
自
宅
に
招

い
て
洋
食
を
食
わ
せ
る
」
と
い
う
芦
田
の
人
物
像
は
、
芦
田
を
慕
う
政
治
家
に
と
っ
て
は
肯
定
的
に
受
け
止
め
ら
れ
）
41
（

た
。
例
え
ば
、「
実

際
は
温
情
の
人
」「
い
わ
ゆ
る
〝
義
理
と
人
情
〞
と
い
っ
た
、
日
本
人
的
な
も
の
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
け
ど
、
親
し
い
人
た
ち
に
対
し
て

は
、
細
や
か
な
心
配
り
を
示
し
た
人
」
な
ど
と
評
さ
れ
、
進
歩
的
か
つ
人
間
味
あ
ふ
れ
た
人
物
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
芦
田
の
こ
う
し
た

傾
向
は
、「
一
種
の
サ
ロ
ン
み
た
い
」
と
評
さ
れ
た
石
橋
擁
立
グ
ル
ー
プ
へ
の
親
近
感
に
つ
な
が
っ
た
と
思
わ
れ
）
42
（

る
。
同
グ
ル
ー
プ
内
で

は
、
芦
田
の
場
合
と
同
様
に
、
松
村
に
つ
い
て
も
、
理
性
的
で
品
格
を
備
え
た
人
物
と
い
う
評
価
が
な
さ
れ
て
い
）
43
（
た
。
三
木
も
、
岸
を
支
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え
る
党
人
派
グ
ル
ー
プ
を
指
し
て
「
い
や
し
く
も
政
治
家
が
義
理
や
人
情
で
動
く
よ
う
な
こ
と
で
は
、『
ヤ
ク
ザ
者
』
と
か
わ
り
が
な

い
」
と
し
て
お
り
、
石
橋
陣
営
に
お
い
て
は
土
着
的
な
人
間
関
係
を
嫌
う
感
覚
が
共
有
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
）
44
（

る
。

　
一
方
で
、
宴
会
好
き
で
「
性
、
遊
興
を
好
」
む
と
い
う
岸
）
45
（
は
、「
フ
ラ
ン
ク
」
で
「
ざ
っ
く
ば
ら
ん
」
な
人
物
で
あ
り
、
事
前
の
想
像

と
の
落
差
か
ら
驚
く
者
も
あ
っ
た
と
い
）
46
（
う
。
岸
が
好
ん
だ
の
は
、
豪
放
磊
落
な
振
る
舞
い
に
繊
細
さ
を
隠
し
持
っ
た
親
分
肌
の
人
物
で

あ
っ
た
。「
陽
気
」
で
「
本
来
い
い
人
間
」「
偽
悪
者
」
で
あ
る
と
す
る
河
）
47
（

野
、「
古
い
タ
イ
プ
だ
け
ど
人
情
に
通
じ
」
た
川
島
正
次
）
48
（

郎
、

「
人
情
の
機
微
に
通
じ
て
い
る
」
大
野
ら
で
あ
）
49
（
る
。
こ
の
よ
う
な
岸
は
、
石
橋
に
つ
い
て
は
「
反
発
」
も
「
感
心
」
も
な
い
と
し
て
人
間

的
魅
力
を
認
め
て
い
な
か
っ
）
50
（

た
。
ま
た
三
木
を
「
陰
険
」「
陰
性
」「
あ
の
顔
つ
き
を
み
て
ご
ら
ん
な
さ
い
、
あ
の
顔
を
」
と
忌
み
嫌
っ
た

の
で
あ
）
51
（
る
。
芦
田
も
、
対
立
陣
営
か
ら
は
そ
の
性
格
を
「
冷
徹
な
人
」
と
見
な
さ
れ
、
さ
ら
に
、
彼
の
会
合
は
「
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
酒
飲

ま
な
い
」
た
め
に
「
雰
囲
気
が
出
な
い
」
と
の
印
象
を
持
た
れ
る
な
ど
、
人
間
味
の
薄
い
人
物
と
し
て
敬
遠
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と

い
）
52
（
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
岸
が
河
野
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
伝
統
的
な
慣
習
を
体
現
し
た
人
間
関
係
を
肯
定
的
に
受
け
止
め
て
い
た
の
に
対
し
、

近
代
的
理
性
を
重
視
す
る
芦
田
や
三
木
ら
は
、
そ
う
し
た
現
状
を
親
分
と
子
分
と
い
っ
た
前
近
代
的
な
権
力
関
係
に
基
づ
い
た
封
建
的
な

体
質
と
見
な
し
て
敬
遠
し
た
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
が
、
政
党
政
治
家
像
を
め
ぐ
る
芦
田
お
よ
び
そ
の
周
辺
と
岸
陣
営
と
の
対
立
の
状
況
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
た
よ
う
な
近
代
主
義
的

な
思
考
様
式
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
防
衛
政
策
論
と
も
融
合
す
る
形
で
表
明
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

　
加
え
て
、
芦
田
は
岸
に
つ
い
て
、
そ
も
そ
も
政
治
家
で
は
な
く
官
僚
に
過
ぎ
な
い
と
の
評
価
を
下
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、「
言
葉
達

者
で
政
治
力
が
な
く
魄
力
が
な
い
。
や
は
り
官
僚
だ
」
な
ど
と
、
政
治
過
程
を
計
画
・
運
営
す
る
能
力
、
さ
ら
に
は
意
欲
に
欠
け
、
政
治

家
と
し
て
は
「
ど
こ
迄
も
素
人
」
に
過
ぎ
な
い
と
繰
り
返
し
断
じ
）
53
（

た
。
ま
た
、
芦
田
は
岸
の
政
治
信
条
や
経
綸
の
存
在
に
も
疑
問
を
呈
し

て
い
た
。「
言
う
こ
と
に
ソ
ツ
が
な
い
。
然
し
い
つ
も
同
じ
こ
と
を
言
う
」
と
評
し
、
岸
の
施
政
方
針
演
説
や
答
弁
は
、
形
式
的
に
は
可
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も
な
く
不
可
も
な
い
が
内
容
に
乏
し
い
と
し
た
の
で
あ
）
54
（
る
。
政
治
家
と
し
て
の
実
務
能
力
を
疑
問
視
し
、
訴
え
た
い
内
容
も
な
い
と
し
て
、

岸
に
対
し
て
官
僚
的
保
身
の
み
を
見
出
す
こ
う
し
た
評
価
は
、
反
岸
陣
営
に
通
底
す
る
認
識
で
あ
っ
）
55
（

た
。

　
こ
の
よ
う
に
芦
田
は
、
岸
政
権
に
は
「
旧
態
依
然
」
た
る
政
治
文
化
と
官
僚
主
義
と
が
共
存
し
て
い
る
と
見
な
し
て
い
）
56
（
た
。
こ
う
し
た

「
官
僚
政
治
」「
派
閥
政
治
」
批
判
は
、
第
二
保
守
党
時
代
か
ら
、
芦
田
が
与
党
攻
撃
に
際
し
て
行
っ
て
き
た
も
の
で
あ
）
57
（
る
。
そ
の
論
理
を

維
持
し
な
が
ら
、
自
民
党
に
お
い
て
芦
田
は
そ
の
矛
先
を
岸
に
向
け
て
い
た
。
そ
れ
は
、
保
守
合
同
を
率
先
し
て
推
進
し
た
同
志
で
あ
る

岸
と
石
橋
・
芦
田
が
、
保
守
政
党
の
目
指
す
べ
き
組
織
文
化
を
め
ぐ
っ
て
対
立
す
る
構
図
で
も
あ
っ
た
。

㈢
　
松
村
謙
三
の
擁
立

　
第
二
次
岸
内
閣
発
足
後
、
芦
田
は
主
に
三
木
派
、
池
田
派
議
員
ら
の
会
合
に
頻
繁
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
）
58
（

る
。
ま
た
、
芦
田
自
身
も
、

三
木
・
松
村
派
の
構
成
員
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
）
59
（
た
。
さ
ら
に
、
五
八
年
九
月
に
は
三
木
・
池
田
ら
と
「
外
交
問
題
研
究
会
」
を
結

成
す
る
に
至
）
60
（

る
。
芦
田
は
同
会
の
代
表
格
と
目
さ
れ
）
61
（

た
。
外
交
問
題
研
究
会
は
、
岸
政
権
の
進
め
る
日
米
安
全
保
障
条
約
改
定
へ
の
消
極

姿
勢
で
は
一
致
し
て
い
た
が
、
そ
の
理
由
は
、
安
保
改
定
に
垣
間
見
え
る
対
米
自
立
へ
の
意
図
を
批
判
し
つ
つ
米
国
の
反
発
を
憂
慮
す
る

も
の
か
ら
、
対
米
接
近
や
集
団
安
全
保
障
へ
の
懸
念
を
表
明
す
る
も
の
ま
で
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
外
交
政
策
の
方
向
性
は
一
致
し
て
い
な

か
っ
）
62
（

た
。
そ
の
名
称
の
与
え
る
印
象
と
異
な
り
、
外
交
政
策
以
外
の
内
政
お
よ
び
党
内
の
対
立
構
造
に
よ
り
結
集
し
た
会
合
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。
そ
う
し
た
事
情
を
理
解
し
た
上
で
芦
田
は
、
三
木
派
・
池
田
派
を
中
心
に
党
内
反
主
流
派
が
集
結
し
た
第
一
回
研
究
会
に
敢

え
て
出
席
し
、「
私
が
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
万
々
承
知
の
上
、
然
し
面
白
い
会
合
」
と
記
す
な
ど
、
同
会
の
面
々
と
共
に
歩
む
姿
勢

を
見
せ
た
の
で
あ
）
63
（
る
。

　
翌
月
、
岸
首
相
の
警
察
官
職
務
執
行
法
改
正
へ
の
取
り
組
み
が
公
に
な
り
、
同
法
が
政
局
の
中
心
と
な
る
に
至
っ
て
、
外
交
研
の
面
々

と
岸
内
閣
と
の
対
立
は
さ
ら
に
高
ま
る
。
同
年
末
、
国
会
審
議
過
程
の
混
乱
に
よ
り
星
島
議
長
が
辞
任
に
至
っ
た
際
、
芦
田
は
再
度
議
長
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に
推
さ
れ
、
就
任
に
意
欲
を
示
し
て
い
）
64
（
る
。
ま
た
、
そ
の
実
現
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
反
主
流
四
派
の
支
援
に
加
え
て
川
島
正
次
郎
幹
事

長
な
ど
総
理
周
辺
に
ま
で
賛
意
の
広
が
り
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
半
年
前
よ
り
有
力
視
さ
れ
て
い
）
65
（

た
。
し
か
し
、「
当
て
馬
」
に
終
わ
る
可

能
性
や
、
執
行
部
内
か
ら
の
再
度
の
抵
抗
を
予
見
し
て
い
た
芦
田
の
懸
念
通
）
66
（
り
、
再
び
大
野
副
総
裁
、
河
野
総
務
会
長
の
強
い
反
対
に
よ

り
芦
田
の
議
長
就
任
は
実
現
せ
）
67
（
ず
、
両
名
の
推
す
加
藤
鐐
五
郎
が
就
任
す
る
こ
と
と
な
っ
）
68
（
た
。

　
こ
の
議
長
問
題
を
め
ぐ
っ
て
党
内
主
流
派
と
非
主
流
派
の
溝
は
深
く
な
っ
た
と
芦
田
が
観
測
し
た
通
）
69
（

り
、
そ
の
対
立
は
翌
五
九
年
一
月

に
行
わ
れ
た
総
裁
選
へ
と
持
ち
込
ま
れ
る
。
当
該
総
裁
選
に
お
い
て
は
、
前
回
同
様
の
非
主
流
四
派
結
集
の
構
図
が
出
来
上
が
り
、
そ
の

候
補
に
は
松
村
謙
三
が
担
ぎ
上
げ
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
中
、
芦
田
は
元
首
相
と
し
て
反
岸
陣
営
へ
権
威
を
付
与
）
70
（

し
、
さ
ら
に
は
岸
批
判
の

論
陣
を
張
る
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
一
二
月
二
四
日
の
「
芦
田
先
生
を
囲
む
会
」
に
は
反
主
流
派
約
四
〇
名
が
集
ま
り
、
松
村
・

池
田
は
岸
内
閣
を
非
難
し
て
激
昂
し
）
71
（

た
。
そ
の
三
日
後
に
は
三
木
・
池
田
お
よ
び
石
井
派
の
灘
尾
弘
吉
の
三
閣
僚
が
「
こ
の
内
閣
に
お
れ

ば
歴
史
が
穢
れ
る
」
等
と
し
て
辞
任
に
踏
み
切
）
72
（
る
。
こ
の
間
の
岸
の
態
度
に
つ
い
て
は
、
反
主
流
派
に
対
し
て
比
較
的
柔
軟
な
姿
勢
を
見

せ
た
と
の
評
価
も
あ
）
73
（

り
、
翌
年
明
け
に
行
わ
れ
た
閣
僚
補
充
人
事
に
お
い
て
は
芦
田
の
評
価
す
る
政
治
家
の
登
用
が
な
さ
れ
て
い
）
74
（

た
。
し

か
し
芦
田
は
「
世
間
が
岸
内
閣
を
見
直
す
と
は
思
わ
れ
な
い
」「
つ
ま
ら
な
い
事
を
し
て
」
と
、
岸
に
対
す
る
低
い
評
価
を
変
え
る
こ
と

は
な
か
っ
）
75
（

た
。
さ
ら
に
、
総
裁
選
の
勝
算
自
体
は
度
外
視
し
て
い
た
と
さ
れ
る
反
岸
陣
営
に
あ
っ
）
76
（

て
、
芦
田
は
本
気
で
倒
閣
を
目
指
す
姿

勢
を
見
せ
、
同
総
裁
選
に
吉
田
茂
元
首
相
の
擁
立
を
模
索
す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
）
77
（
た
。
吉
田
擁
立
は
側
近
の
池
田
の
賛
意
も
得
ら
れ
ず
不

発
に
終
わ
っ
た
も
の
の
、
鳩
山
・
石
橋
・
芦
田
・
吉
田
と
自
民
党
内
の
元
首
相
四
人
は
全
員
が
揃
い
踏
み
で
松
村
の
支
持
に
回
る
構
図
と

な
っ
）
78
（

た
。
挨
拶
回
り
を
受
け
た
際
に
は
「
少
々
閉
口
気
味
」「
私
も
結
局
は
松
村
君
に
投
票
す
る
こ
と
に
な
る
模
様
で
あ
る
」
等
と
投
げ

や
り
な
感
想
を
記
し
た
芦
田
は
、
最
善
の
候
補
擁
立
に
至
ら
ず
と
の
実
感
を
持
つ
と
共
に
勝
算
が
薄
い
状
況
に
脱
力
し
つ
つ
も
、
岸
政
権

へ
の
対
決
姿
勢
を
維
持
し
続
け
た
の
で
あ
）
79
（

る
。
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三
　
進
歩
主
義
と
公
共
性

　
前
章
で
見
た
よ
う
に
保
守
政
党
に
お
け
る
近
代
的
組
織
文
化
を
追
求
し
た
芦
田
は
、
そ
の
政
治
理
念
に
お
い
て
も
類
似
の
立
場
を
表
明

し
て
い
た
。
本
章
で
は
、
芦
田
が
国
家
と
国
民
の
関
係
を
い
か
に
規
定
し
て
い
た
の
か
を
、
そ
の
自
由
民
主
主
義
観
や
国
家
に
関
す
る
言

説
に
注
目
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

㈠
　
近
代
自
由
主
義
の
擁
護

　
芦
田
の
政
治
理
念
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
は
、
日
本
国
憲
法
の
基
本
理
念
に
対
す
る
芦
田
の
肯
定
的
評
価
の
強
さ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

保
守
合
同
後
に
お
い
て
も
、
現
憲
法
の
「
よ
い
点
」
と
し
て
、「
家
庭
生
活
」、「
社
会
生
活
」、「
政
治
運
用
」
の
面
に
お
い
て
民
主
主
義

を
「
徹
底
的
に
採
用
し
た
こ
と
」、
お
よ
び
男
女
同
権
規
定
、
さ
ら
に
「
厳
格
」「
広
範
」
な
人
権
尊
重
規
定
の
存
在
を
挙
げ
、
社
会
秩
序

の
近
代
化
や
国
家
に
対
す
る
国
民
の
権
利
拡
大
を
評
価
し
て
い
）
80
（

る
。
一
方
で
芦
田
は
憲
法
改
正
運
動
を
推
進
し
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
際

に
焦
点
を
当
て
て
い
た
の
は
、
こ
う
し
た
現
憲
法
の
基
本
理
念
に
関
わ
る
部
分
で
は
な
く
、
防
衛
関
係
の
条
項
の
改
定
で
あ
っ
）
81
（
た
。
保
守

合
同
以
前
に
行
わ
れ
た
改
憲
案
作
成
に
お
い
て
も
、
岸
が
ま
と
め
た
自
由
党
案
が
国
家
秩
序
維
持
を
前
面
に
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
さ

れ
る
の
に
対
し
、
芦
田
が
注
力
し
た
改
進
党
案
に
お
い
て
は
、「
現
行
憲
法
の
民
主
主
義
」
を
は
じ
め
と
す
る
諸
価
値
の
擁
護
が
強
調
さ

れ
て
い
）
82
（

た
。
そ
し
て
、
憲
法
改
正
を
議
論
す
る
場
に
あ
っ
て
も
芦
田
は
、
占
領
下
に
お
い
て
強
制
的
に
明
治
憲
法
と
の
断
絶
が
図
ら
れ
た

こ
と
を
肯
定
的
に
評
価
し
つ
つ
、「
悪
い
と
こ
ろ
よ
り
も
、
い
い
と
こ
ろ
の
方
を
多
く
含
ん
で
お
る
憲
法
で
あ
る
」「
今
で
も
私
は
そ
の
点

の
考
え
は
変
り
ま
せ
ん
」
と
述
べ
て
い
た
の
で
あ
）
83
（

る
。

　
こ
う
し
た
姿
勢
の
基
底
に
は
、
芦
田
の
信
条
お
よ
び
現
代
史
認
識
の
存
在
が
あ
っ
た
。
芦
田
は
あ
く
ま
で
、
自
分
の
政
治
思
想
は
保
守
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主
義
と
革
新
主
義
の
間
に
立
つ
「
自
由
主
義
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
保
守
政
党
に
お
い
て
も
主
流
を
占
め
る
べ
き
理
念
で
あ
る
と
考
え
て
い

た
。
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
歴
史
認
識
は
、
二
十
世
紀
半
ば
に
か
け
て
進
行
し
た
階
層
社
会
化
と
階
級
政
党
の
台
頭
に
よ
り
、
芦
田
自
ら
も

属
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
「
自
由
主
義
的
一
群
」
が
革
新
陣
営
と
保
守
陣
営
に
分
か
れ
て
所
属
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
い
う
も
の
だ
っ

た
。
そ
の
上
で
、
保
革
対
立
の
構
造
の
中
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
陣
営
で
「
自
由
主
義
」
を
追
求
し
、
そ
の
具
現
化
を
目
指
し
て
競

い
合
う
こ
と
が
望
ま
れ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
）
84
（

る
。
革
新
陣
営
の
社
会
党
内
で
芦
田
と
価
値
観
を
共
有
し
て
い
る
と
見
ら
れ
た
の
は
、

具
体
的
に
は
西
尾
末
広
、
松
岡
駒
吉
・
森
戸
辰
男
・
鍋
山
貞
親
な
ど
右
派
の
社
会
主
義
者
た
ち
で
あ
っ
）
85
（
た
。

　
そ
れ
ゆ
え
芦
田
は
、
自
民
党
の
方
向
性
に
つ
い
て
、「
保
守
政
党
は
反
動
の
殻
を
脱
し
て
自
由
精
神
に
徹
し
た
革
新
の
鼓
動
に
耳
を
傾

け
る
べ
き
」
と
述
べ
て
い
る
。「
進
歩
的
な
保
守
政
党
」
が
、
芦
田
の
目
指
し
た
あ
る
べ
き
保
守
政
党
の
姿
で
あ
っ
）
86
（
た
。
こ
う
し
た
観
点

か
ら
、
幹
事
長
時
代
の
岸
に
対
し
て
も
「
岸
が
こ
の
ま
ま
で
吾
々
の
支
持
を
う
け
る
と
い
う
は
虫
が
よ
す
ぎ
る
。
民
主
主
義
者
と
し
て

も
っ
と
生
ま
れ
変
わ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
評
し
た
の
で
あ
）
87
（
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
「
進
歩
的
な
保
守
政
党
」
と
い
う
方
向
性
は
、
か
つ
て
芦
田
が
第
二
保
守
党
に
あ
っ
て
吉
田
政
権
に
対
峙
し
て
い
た
際

に
は
、
主
に
経
済
政
策
に
お
け
る
修
正
資
本
主
義
を
主
張
す
る
文
脈
で
用
い
ら
れ
、
吉
田
自
由
党
を
自
由
放
任
型
の
古
典
的
自
由
主
義
と

し
て
批
判
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
と
な
っ
て
い
）
88
（

た
。
し
か
し
、
自
民
党
結
党
後
に
は
、
国
家
の
基
本
問
題
に
関
す
る
進
歩
的
な
議
論
と
し
て
展

開
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
新
憲
法
へ
の
人
権
条
項
や
民
主
主
義
の
明
文
化
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
な
ど
、
国
家
と
国
民
、
ま
た
国
民
相
互

の
関
係
を
近
代
的
・
普
遍
的
な
価
値
観
に
基
づ
い
て
規
定
す
べ
き
と
の
主
張
で
あ
る
。
こ
の
点
、
三
木
も
保
守
党
の
目
標
に
「
人
間
的
自

由
の
確
保
」
を
挙
げ
「
石
橋
内
閣
が
二
年
続
い
た
ら
保
守
党
を
革
新
し
得
た
」
と
し
て
い
）
89
（

る
。
ま
た
、
石
橋
内
閣
の
石
田
博
英
官
房
長
官

は
、
自
ら
を
「
保
守
主
義
と
い
う
こ
と
ば
を
あ
ま
り
好
ま
な
い
」「
極
め
て
勇
敢
な
進
歩
主
義
」
と
認
識
し
て
い
）
90
（
た
。
彼
ら
と
芦
田
は
、

擁
護
す
べ
き
国
家
像
に
つ
い
て
価
値
規
範
を
共
有
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
さ
ら
に
こ
う
し
た
主
張
は
、
戦
後
日
本
の
歩
み
を
岸
よ
り
も
肯
定
的
に
評
価
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
池
田
や
吉
田
ら
旧
自
由
党
主



保守合同後の芦田均

83

流
派
の
政
治
家
と
の
共
闘
関
係
に
つ
な
が
り
得
る
も
の
で
あ
っ
）
91
（
た
。
先
の
総
裁
選
に
際
し
石
橋
陣
営
で
は
、
岸
の
開
戦
責
任
を
取
り
上
げ

る
こ
と
で
岸
を
戦
前
派
、
石
橋
を
戦
後
派
と
し
て
対
比
さ
せ
よ
う
と
す
る
宣
伝
が
積
極
的
に
行
わ
れ
、
そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
主
に
自

由
党
系
の
政
治
家
で
あ
っ
）
92
（
た
。
そ
こ
に
お
い
て
芦
田
も
同
様
の
理
由
か
ら
、
開
戦
の
署
名
を
し
た
者
に
宰
相
の
資
格
な
し
と
の
考
え
を
示

し
て
お
り
、
そ
の
姿
勢
を
三
木
派
の
政
治
家
と
も
共
有
し
て
い
）
93
（
た
。

　
た
だ
し
、
戦
後
政
治
体
制
を
擁
護
す
る
に
あ
た
っ
て
の
芦
田
の
議
論
は
、
単
な
る
戦
前
的
イ
メ
ー
ジ
へ
の
攻
撃
に
と
ど
ま
ら
ず
、
上
記

の
よ
う
に
進
歩
主
義
的
観
点
か
ら
規
範
的
な
根
拠
を
示
し
、
積
極
的
な
評
価
を
付
与
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

㈡
　
公
共
性
の
重
視
と
国
家
意
識
の
涵
養

　
芦
田
の
議
論
は
、
前
節
で
見
た
よ
う
な
社
会
秩
序
の
近
代
化
や
国
民
の
権
利
確
保
を
強
調
す
る
一
方
で
、
国
民
が
公
共
的
な
目
的
の
た

め
に
貢
献
す
べ
き
と
の
意
識
を
も
併
存
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
芦
田
は
、
民
主
主
義
と
い
う
理
念
に
強
い
思
い
入
れ
を
持
ち

つ
つ
も
、
拡
大
し
た
権
利
を
行
使
す
る
に
あ
た
っ
て
単
に
私
生
活
や
私
権
を
優
先
す
る
風
潮
に
は
批
判
的
で
あ
っ
た
。
民
主
主
義
の
現
状

を
論
評
し
た
際
に
は
、
選
挙
民
の
地
元
利
益
分
配
要
求
の
顕
在
化
や
政
治
家
が
陳
情
対
応
に
追
わ
れ
る
傾
向
を
、
適
切
な
政
策
構
想
や
政

治
的
指
導
力
の
確
立
に
有
害
で
あ
る
と
切
り
捨
て
た
の
で
あ
）
94
（
る
。
さ
ら
に
、
日
常
活
動
に
関
し
て
後
援
会
旅
行
な
ど
即
物
的
利
益
の
重
要

度
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
、
ま
た
選
挙
運
動
に
つ
い
て
も
「
付
け
届
け
」「
寄
付
」
な
ど
有
権
者
の
私
的
利
益
に
訴
え
る
風
潮

が
存
在
す
る
こ
と
に
憤
り
を
見
せ
）
95
（
た
。

　
加
え
て
芦
田
は
、
国
民
の
国
家
意
識
の
復
興
を
緊
急
課
題
と
し
て
お
り
、
建
国
記
念
日
の
再
建
、
す
な
わ
ち
祝
日
化
と
併
せ
た
紀
元
節

の
趣
旨
の
復
興
を
主
張
し
、
消
極
姿
勢
を
取
る
自
民
党
首
脳
を
攻
撃
し
）
96
（
た
。
そ
し
て
、
地
元
中
学
校
で
の
講
演
に
お
い
て
は
、
国
旗
尊

敬
・
国
歌
愛
誦
・
天
皇
の
地
位
保
全
を
取
り
上
げ
、
国
家
の
表
象
に
対
す
る
愛
着
感
情
や
貢
献
姿
勢
の
重
要
性
を
説
い
た
の
で
あ
っ
）
97
（

た
。

ま
た
次
章
に
見
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
単
な
る
精
神
論
で
は
な
く
、
現
実
の
必
要
性
に
鑑
み
行
動
を
伴
う
べ
き
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
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れ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
芦
田
の
国
家
観
は
、
戦
後
民
主
主
義
や
基
本
的
人
権
の
擁
護
と
同
時
に
、
国
民
の
側
に
対
し
て
は
、
権
利
の
行
使
に
際

し
て
の
公
共
的
な
意
識
や
、
公
的
活
動
へ
の
積
極
的
参
加
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
両
者
は
相
互
に
、
一
方
が
他
方
を
実
現
す
る
た

め
の
前
提
条
件
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

四
　
防
衛
論
の
展
開

　
前
章
ま
で
、
芦
田
の
議
論
に
お
い
て
は
、
党
近
代
化
へ
の
志
向
や
進
歩
主
義
的
な
国
家
観
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
た
上
で
、
公
共
心
を
伴

う
権
利
行
使
や
、
国
家
に
対
す
る
愛
着
お
よ
び
積
極
的
貢
献
を
重
視
す
る
言
説
が
同
時
に
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
。
本
章
に
お

い
て
は
、
こ
う
し
た
芦
田
の
政
治
理
念
に
つ
い
て
、
晩
年
の
芦
田
が
注
力
し
た
防
衛
政
策
論
や
再
軍
備
運
動
を
事
例
と
し
て
確
認
し
て
い

く
。
ま
ず
、
芦
田
の
防
衛
政
策
の
概
要
を
示
し
た
上
で
、
そ
れ
が
近
代
的
理
性
を
擁
護
す
る
上
記
の
政
治
理
念
と
ど
の
よ
う
な
連
関
を
持

ち
融
合
さ
れ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
加
え
て
、
そ
う
し
た
芦
田
の
主
張
が
い
か
に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
分
析
を
加
え
た
い
。

㈠
　
防
衛
力
強
化
の
論
理

　
防
衛
政
策
に
関
し
て
芦
田
が
主
張
し
た
の
は
、
軍
事
力
を
増
大
さ
せ
る
方
向
で
の
政
策
転
換
で
あ
っ
た
。
こ
の
防
衛
力
強
化
は
、
芦
田

が
保
守
合
同
以
前
よ
り
再
軍
備
運
動
と
し
て
取
り
組
ん
で
き
た
課
題
で
あ
）
98
（

り
、
自
民
党
内
で
も
同
様
に
展
開
さ
れ
た
。
本
節
で
は
以
下
、

芦
田
の
軍
事
力
強
化
論
の
特
色
に
つ
き
考
察
す
る
。

　
第
一
に
、
軍
事
力
の
保
有
を
当
然
視
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
芦
田
は
、
軍
事
力
を
国
家
の
基
本
的
要
素
と
し
て
位
置
付
け
て
い
た
。
す
な

わ
ち
、「
自
衞
權
は
、
個
人
の
自
衞
權
た
る
と
、
國
家
の
自
衞
權
た
る
と
を
問
わ
ず
、
當
然
天
賦
の
權
利
で
あ
る
。
特
に
法
律
の
規
定
に
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よ
つ
て
許
さ
れ
て
い
る
權
利
で
は
な
い
の
で
あ
る
」
と
、
自
己
保
存
と
し
て
防
衛
の
必
要
性
を
位
置
付
け
つ
つ
、
国
家
の
有
す
る
自
然
権

と
し
て
軍
隊
保
有
を
倫
理
的
に
も
肯
定
し
た
の
で
あ
）
99
（

る
。
そ
こ
で
は
、
軍
事
力
強
化
は
現
憲
法
の
「
平
和
愛
好
の
精
神
」
の
表
明
と
も
矛

盾
し
な
い
と
さ
れ
て
お
）
100
（
り
、
そ
れ
は
自
衛
の
た
め
の
戦
争
と
平
和
の
追
求
は
両
立
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
に
支
え
ら
れ
て
い
）
101
（
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
核
武
装
に
つ
い
て
も
、
原
爆
投
下
の
残
酷
性
を
「
不
快
」
と
感
じ
な
が
ら
）
102
（
も
、
核
兵
器
の
存
在
が
倫
理
的
に
否
定
さ
れ
る
も

の
と
は
見
な
さ
ず
、
そ
の
「
科
学
的
研
究
」
を
積
極
的
に
推
進
す
る
姿
勢
を
取
っ
た
の
で
あ
）
103
（

る
。
さ
ら
に
、
講
演
で
は
、
核
武
装
も
視
野

に
入
れ
る
べ
き
と
の
持
論
を
繰
り
返
し
て
い
）
104
（
た
。

　
第
二
に
、
民
生
予
算
と
軍
備
の
比
較
衡
量
の
否
定
で
あ
る
。
芦
田
は
、
経
済
復
興
に
関
す
る
予
算
や
、
民
生
の
安
定
の
た
め
の
賃
上

げ
・
政
府
支
出
な
ど
に
肯
定
的
に
言
及
し
な
が
ら
も
、
軍
備
と
対
比
さ
せ
た
形
で
の
福
祉
優
先
論
に
対
し
て
は
、
防
衛
政
策
の
実
現
を
欠

い
て
は
福
祉
政
策
を
拡
充
す
る
環
境
が
整
う
は
ず
が
な
い
と
断
じ
て
い
）
105
（

る
。
ま
た
、
経
済
安
定
を
優
先
す
る
形
で
防
衛
費
圧
縮
を
志
向
す

る
大
蔵
事
務
次
官
の
発
言
に
芦
田
は
猛
反
発
し
、「
国
防
に
予
算
上
の
考
慮
を
す
べ
き
で
な
い
」「
イ
ン
ド
・
パ
キ
ス
タ
ン
・
フ
ィ
リ
ピ
ン

は
予
算
の
四
割
が
国
防
」
と
主
張
し
）
106
（

た
。
そ
し
て
、
西
欧
各
国
も
「
多
か
れ
少
な
か
れ
国
民
生
活
を
犠
牲
に
し
て
軍
備
の
充
実
に
邁
進
し

て
い
る
」
と
述
べ
、
経
済
・
社
会
的
価
値
を
理
由
に
し
た
軍
備
抑
制
を
否
定
し
）
107
（
た
。

　
第
三
に
、
軍
事
に
関
す
る
専
門
知
識
の
重
視
で
あ
る
。
芦
田
は
第
二
保
守
党
時
代
か
ら
、
吉
田
内
閣
か
ら
は
距
離
を
置
か
れ
て
い
た
旧

将
校
た
ち
を
中
心
と
す
る
軍
隊
出
身
者
と
緊
密
に
連
携
し
て
い
た
。
芦
田
の
防
衛
論
も
彼
ら
の
協
力
に
よ
っ
て
策
定
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
）
108
（

た
。
芦
田
が
同
志
と
見
な
し
て
い
た
面
々
は
、
海
軍
出
身
者
で
は
主
に
野
村
吉
三
郎
・
保
科
善
四
郎
で
あ
）
109
（

る
。
中
で
も
野
村
は
、
各

種
演
説
会
に
お
い
て
も
行
動
を
共
に
す
る
盟
友
で
あ
っ
）
110
（

た
。
陸
軍
関
係
者
と
し
て
は
、
岡
村
寧
次
、
下
村
定
、
土
居
昭
夫
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
）
111
（
る
。
公
職
追
放
経
験
者
が
多
数
見
ら
れ
る
）
112
（
が
、
芦
田
は
吉
田
と
異
な
り
、
彼
ら
の
経
験
・
識
見
を
政
策
決
定
の
表
舞
台
で
生
か
す
べ
き

と
考
え
て
い
た
。
自
民
党
結
党
直
後
か
ら
、
芦
田
は
、
国
防
会
議
へ
こ
れ
ら
の
元
軍
人
を
民
間
人
委
員
と
し
て
加
え
る
こ
と
に
注
力
）
113
（

し
、

専
門
知
識
を
有
す
る
軍
隊
出
身
者
の
登
用
を
図
っ
て
い
た
。
軍
隊
幹
部
と
い
う
職
歴
を
理
由
に
し
て
任
用
を
躊
躇
し
た
り
他
の
委
員
と
区
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別
す
る
こ
と
は
不
適
当
で
あ
る
と
の
主
張
を
最
後
ま
で
崩
さ
ず
、
顧
問
の
肩
書
で
参
加
さ
せ
る
と
い
う
鳩
山
内
閣
の
折
衷
案
に
も
一
人
反

対
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
）
114
（

た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
芦
田
は
自
民
党
内
に
お
い
て
率
直
な
軍
事
力
強
化
論
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
芦
田
は
、
岸
首
相
が
軍
備
強
化

に
消
極
的
で
あ
る
と
の
認
識
を
持
ち
続
け
て
い
）
115
（
た
。
岸
に
は
国
民
に
防
衛
意
識
を
普
及
さ
せ
る
意
思
が
不
足
し
て
い
る
と
し
、「
社
会
党

の
提
灯
持
の
よ
う
な
答
弁
」
と
ま
で
断
じ
て
い
）
116
（

る
。
ま
た
、
岸
の
核
兵
器
保
有
へ
の
消
極
的
な
姿
勢
や
、
核
実
験
禁
止
を
対
外
的
に
発
信

す
る
動
き
に
つ
い
て
も
、「
馬
鹿
な
こ
と
」
と
述
べ
る
な
ど
反
発
を
顕
に
し
て
い
）
117
（
た
。
こ
の
よ
う
に
、
芦
田
は
反
岸
陣
営
に
あ
っ
て
岸
を

「
タ
カ
派
」
と
し
て
批
判
し
た
の
で
は
な
い
。
反
対
に
、
岸
に
は
国
家
を
守
る
意
思
や
現
実
的
安
全
保
障
観
が
稀
薄
で
あ
り
、
切
迫
感
が

足
り
な
い
と
考
え
て
い
）
118
（
た
。

　
こ
う
し
た
芦
田
の
認
識
は
、
岸
政
権
の
実
態
と
乖
離
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
実
際
、
岸
は
政
権
発
足
後
の
「
国
防
の
基
本
方
針
」

策
定
に
際
し
て
、「
再
軍
備
へ
の
拡
大
と
と
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
は
作
ら
な
い
よ
う
に
」
と
指
示
す
る
な
ど
、
具
体
的
な
防
衛
力
強
化
に

積
極
的
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
部
分
も
あ
っ
）
119
（

た
。
加
え
て
、
経
済
と
軍
事
を
対
比
し
前
者
を
優
先
す
る
姿
勢
も
見
せ
る
な
ど
、
岸
も
ま

た
芦
田
が
問
題
視
し
た
吉
田
や
鳩
山
の
防
衛
政
策
の
枠
を
踏
み
越
え
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
）
120
（
た
。
こ
の
よ
う
な
中
、
芦
田
の
岸
へ
の
評

価
は
「
ど
う
に
も
な
ら
な
い
」
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
い
っ
）
121
（

た
。
岸
が
核
武
装
・
核
持
ち
込
み
の
合
憲
性
を
示
唆
し
て
国
会
が
空
転
し
た

際
に
も
特
に
感
想
を
示
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
評
価
が
高
ま
っ
た
形
跡
は
見
ら
れ
な
）
122
（
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
岸
政
権
の
支
持
率
低
下
を
最
晩

年
に
至
る
ま
で
喜
ん
で
い
た
の
で
あ
）
123
（

る
。
先
述
の
官
僚
批
判
同
様
に
、
岸
に
対
す
る
芦
田
の
期
待
は
完
全
に
失
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う

な
観
点
に
立
つ
な
ら
ば
、
反
岸
陣
営
に
属
し
つ
つ
軍
事
力
強
化
を
訴
え
た
行
為
は
芦
田
に
と
っ
て
は
特
に
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

と
い
え
る
。
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㈡
　
防
衛
力
強
化
の
目
的
と
留
意
点

　
こ
の
よ
う
に
、
前
章
ま
で
に
見
た
近
代
的
・
進
歩
的
な
主
張
と
は
一
見
相
反
す
る
か
の
よ
う
な
防
衛
論
を
唱
え
た
芦
田
で
あ
る
が
、
軍

事
力
強
化
の
目
的
や
そ
の
際
の
国
民
の
役
割
に
注
目
す
る
と
、
そ
こ
に
は
先
の
よ
う
な
彼
の
政
治
理
念
を
反
映
し
た
言
動
が
見
ら
れ
、
こ

れ
ら
が
防
衛
政
策
論
と
融
合
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
ず
、
芦
田
の
軍
事
力
強
化
論
は
、
前
章
第
一
節
で
彼
が
擁
護
し
た
よ
う
な
、
眼
前
の
戦
後
政
治
を
保
全
す
る
手
段
と
し
て
唱
え
ら
れ

て
い
た
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
民
主
主
義
・
自
由
主
義
な
ど
戦
後
復
興
の
歩
み
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
価
値
観
を

強
く
擁
護
す
る
姿
勢
で
あ
り
、
そ
の
手
段
と
し
て
軍
事
力
の
必
要
性
を
強
調
す
る
論
法
で
あ
っ
た
。
芦
田
は
、「
自
由
と
平
和
の
世
界
を

打
立
て
る
と
宣
誓
し
た
憲
法
の
精
神
」「
民
主
々
義
の
憲
法
と
平
和
」
を
防
衛
す
べ
き
対
象
と
し
て
明
示
す
る
な
ど
、
軍
事
力
強
化
の
目

的
は
、
戦
後
憲
法
体
制
の
も
と
で
民
主
主
義
を
擁
護
す
る
こ
と
に
あ
る
と
し
た
の
で
あ
）
124
（
る
。
民
生
予
算
優
先
論
へ
の
攻
撃
に
際
し
て
も
、

先
述
の
通
り
、
軍
事
力
増
強
が
経
済
復
興
や
福
祉
充
実
の
必
要
条
件
と
な
る
と
の
位
置
付
け
を
取
っ
て
お
り
、
防
衛
力
強
化
を
訴
え
る
こ

と
は
芦
田
に
と
っ
て
戦
後
政
治
を
否
定
す
る
も
の
と
は
位
置
付
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
次
に
、
前
章
第
二
節
で
見
た
よ
う
な
公
共
的
精
神
や
国
家
へ
の
貢
献
を
重
視
す
る
議
論
は
、
安
全
保
障
論
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
た
。

そ
こ
に
お
い
て
芦
田
は
、
国
民
に
は
国
家
へ
と
向
か
う
役
割
意
識
を
持
つ
こ
と
が
期
待
さ
れ
、
さ
ら
に
国
防
の
義
務
、
秘
密
保
全
の
義
務

が
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
の
見
解
を
示
し
）
125
（

た
。
加
え
て
芦
田
は
、「
武
器
と
訓
練
の
み
で
国
家
を
防
衛
す
る
に
足
り
る
部
隊
が
出
来
上
が
る

と
は
思
は
れ
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、「
獻
身
殉
國
の
念
に
燃
え
た
靑
年
の
集
團
」
と
「
こ
れ
を
率
ゐ
る
に
足
る
經
驗
と
徳
望
を
持
つ
幹
部

が
必
要
」
と
す
る
な
ど
、
国
家
防
衛
の
職
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
、
国
家
に
殉
ず
る
こ
と
も
念
頭
に
置
い
た
愛
国
感
情
と
自
己
犠
牲
の

意
識
が
必
要
に
な
る
と
説
い
た
の
で
あ
）
126
（

る
。
こ
う
し
た
価
値
観
を
共
有
し
、
ま
た
次
世
代
に
伝
え
る
目
的
を
果
た
す
組
織
と
し
て
、
芦
田

は
退
役
軍
人
の
組
織
に
も
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
い
た
。
特
に
、
郷
友
連
盟
や
傘
下
の
郷
友
会
に
対
し
て
は
頻
繁
に
講
演
や
後
援
を
続
け
、
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積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
っ
）
127
（
た
。
さ
ら
に
、「
正
し
い
犠
牲
の
精
神
や
愛
国
の
熱
情
な
く
し
て
社
会
生
活
が
愉
し
い
も
の
に
な
る
筈
が
な

い
」
と
、
軍
人
の
み
な
ら
ず
一
般
国
民
に
対
し
て
も
、
国
家
へ
の
自
己
犠
牲
を
含
め
た
愛
国
感
情
を
持
つ
姿
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
）
128
（

た
。

そ
の
た
め
の
組
織
と
し
て
、
芦
田
は
郷
土
防
衛
隊
の
設
立
を
も
構
想
し
た
の
で
あ
）
129
（
る
。
こ
の
よ
う
に
芦
田
は
、
彼
の
支
持
す
る
戦
後
体
制

も
、
防
衛
政
策
に
お
け
る
国
民
の
協
力
な
く
し
て
は
維
持
で
き
な
い
と
考
え
て
い
た
。

　
そ
の
一
方
で
、
こ
の
よ
う
に
国
防
政
策
へ
の
国
民
の
協
力
を
推
進
す
る
に
あ
た
っ
て
も
芦
田
は
、「
戦
争
前
に
は
愛
国
心
や
犠
牲
の
精

神
が
誤
っ
た
方
向
に
利
用
さ
れ
た
か
ら
、
世
間
は
今
で
も
、
も
う
沢
山
だ
と
考
え
る
。
一
応
こ
の
気
持
は
分
る
」
と
、
国
家
へ
の
貢
献
の

奨
励
と
国
民
の
自
由
保
障
と
の
均
衡
を
欠
く
べ
き
で
な
い
と
の
考
え
を
持
っ
て
い
）
130
（

た
。
し
た
が
っ
て
芦
田
は
、
国
民
の
側
に
は
愛
国
感
情

と
同
時
に
合
理
的
な
思
考
様
式
が
担
保
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。
日
露
戦
争
を
描
い
た
「
軍
隊
調
」
の
戦
史
映
画
を
視
聴
し
た
際
、

事
実
面
で
の
「
教
育
に
は
い
い
」
と
し
な
が
ら
も
「
コ
チ
コ
チ
な
映
画
」
と
し
て
そ
の
世
界
観
に
は
賛
同
で
き
な
い
旨
を
示
唆
し
た
の
は
、

そ
う
し
た
考
え
の
一
端
を
物
語
っ
て
い
）
131
（
た
。

　
ま
た
、
軍
備
増
強
を
求
め
る
活
動
に
際
し
て
、
芦
田
は
赤
尾
敏
、
石
原
広
一
郎
、
田
中
清
玄
ら
右
派
の
運
動
家
た
ち
と
も
協
力
関
係
に

あ
っ
）
132
（
た
。
し
か
し
、
男
女
同
権
を
は
じ
め
と
す
る
人
権
規
定
の
弊
害
を
公
言
す
る
石
原
と
男
女
同
権
規
定
を
絶
賛
す
る
芦
田
に
価
値
観
の

相
違
が
見
ら
れ
る
よ
う
）
133
（

に
、
愛
国
感
情
涵
養
な
ど
、
国
家
へ
の
貢
献
の
必
要
性
に
関
す
る
主
張
を
除
い
て
ど
れ
ほ
ど
方
向
性
が
一
致
し
て

い
た
か
は
定
か
で
は
な
い
。
加
え
て
、
津
久
井
龍
雄
や
梅
津
勘
兵
衛
な
ど
の
伝
統
的
な
来
歴
の
右
翼
指
導
者
と
接
触
し
た
際
に
は
、
彼
ら

が
合
理
的
な
国
際
情
勢
認
識
に
欠
け
、
土
着
的
な
組
織
体
質
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
違
和
感
を
抱
い
て
い
）
134
（

た
。
各
種
集
会
に
お
け
る
右
翼

活
動
家
に
つ
い
て
も
「
う
る
さ
か
っ
た
」
と
の
感
想
を
多
く
記
し
、「
右
翼
は
困
る
」「
右
が
多
か
つ
た
」
な
ど
と
「
右
翼
」
へ
の
警
戒
感

を
抱
き
続
け
て
い
た
の
で
あ
）
135
（
る
。
さ
ら
に
、
軍
隊
関
係
者
に
関
し
て
も
、
そ
の
国
家
主
義
的
傾
向
か
ら
吉
田
に
敬
遠
さ
れ
鳩
山
に
接
近
し

て
い
た
服
部
卓
四
郎
に
つ
い
て
は
、
芦
田
と
の
連
携
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
）
136
（

う
。

　
こ
の
よ
う
に
芦
田
は
、
国
家
へ
の
貢
献
を
奨
励
す
る
言
説
を
積
極
的
に
活
用
し
た
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
合
理
的
な
判
断
能
力
や
批
判
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精
神
を
担
保
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
を
欠
い
た
愛
国
感
情
に
対
す
る
警
戒
感
に
は
終
生
言
及
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
資
質
は
、
第
二
章
に
お
い
て
見
た
よ
う
な
、
芦
田
が
政
党
組
織
の
構
成
員
に
求
め
た
も
の
と
共
通
す
る
点
が
あ
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
防
衛
政
策
の
見
直
し
に
傾
注
す
る
中
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
目
的
を
現
憲
法
の
基
本
理
念
の
維
持
に
求
め
た
り
、
国
民

の
国
家
へ
の
貢
献
に
際
し
て
も
批
判
精
神
の
担
保
を
期
待
す
る
な
ど
、
芦
田
の
進
歩
的
な
国
家
観
や
近
代
的
な
人
間
観
は
維
持
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
芦
田
は
、
こ
う
し
た
前
提
を
再
軍
備
運
動
の
場
に
お
い
て
は
公
然
と
表
明
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

軍
事
力
強
化
へ
向
け
た
芦
田
の
活
動
や
、
そ
こ
に
お
い
て
表
明
さ
れ
た
国
家
や
公
共
心
に
関
す
る
主
張
は
、
芦
田
の
意
図
と
は
異
な
り
、

伝
統
的
な
社
会
秩
序
や
道
徳
へ
の
回
帰
を
目
指
す
も
の
と
見
な
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
）
137
（

た
。
本
章
で
見
た
よ
う
な
芦
田
の
活
動
は
、
戦
後
憲
法

の
下
で
の
人
権
規
定
や
民
主
主
義
を
高
く
評
価
す
る
論
者
か
ら
は
、
よ
り
強
い
反
発
を
招
く
可
能
性
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

㈢
　
芦
田
路
線
の
帰
結
と
そ
の
含
意

　
本
節
で
は
、
上
記
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
芦
田
の
防
衛
論
や
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
彼
の
国
家
論
が
ど
の
よ
う
に
受
容
あ
る
い
は
拒
絶
さ

れ
て
い
っ
た
の
か
検
証
し
た
い
。

　
ま
ず
、
芦
田
が
岸
に
期
待
せ
ず
、
石
橋
ら
と
行
動
を
共
に
す
る
中
で
実
現
を
図
っ
た
軍
事
力
強
化
は
い
か
な
る
顚
末
を
迎
え
た
だ
ろ
う

か
。
反
岸
陣
営
の
手
に
よ
っ
て
防
衛
政
策
の
見
直
し
が
な
さ
れ
る
可
能
性
が
最
も
高
ま
っ
た
の
は
、
彼
ら
が
党
内
主
流
派
と
な
っ
た
石
橋

政
権
成
立
時
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
際
に
、
芦
田
が
期
待
し
た
軍
事
力
お
よ
び
防
衛
意
識
の
強
化
は
、
全
く
の
未
達
成

に
終
わ
っ
た
。
短
命
に
終
わ
っ
た
石
橋
内
閣
に
お
い
て
芦
田
が
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
組
閣
段
階
に
お
い
て
野
村
吉
三
郎
の
防

衛
庁
長
官
就
任
を
後
押
し
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
さ
え
も
結
局
実
現
し
な
か
っ
た
。
防
衛
政
策
に
お
け
る
専
門
知
識
の
重
視
を
具

現
化
す
る
は
ず
の
当
該
人
事
の
不
発
に
芦
田
は
、「
ど
の
内
閣
も
防
衛
長
官
は
伴
食
だ
」
と
、
防
衛
長
官
の
地
位
低
下
を
憂
慮
し
）
138
（

た
。
軍

隊
在
籍
経
験
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
野
村
が
敬
遠
さ
れ
た
顚
末
は
、
防
衛
政
策
に
際
し
て
専
門
知
識
が
必
要
視
さ
れ
て
い
な
い
現
状
を
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示
す
も
の
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
防
衛
力
強
化
へ
向
け
た
芦
田
の
取
り
組
み
は
実
現
困
難
な
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
困
難
さ
の
原
因
は
、
そ
も
そ
も
安
全
保

障
政
策
に
関
し
て
、
石
橋
陣
営
は
芦
田
と
は
一
致
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
軽
武
装
論
者
が
多
数
を
占
め
て
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
芦
田
自

身
も
そ
の
点
は
自
覚
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
芦
田
は
、
石
橋
や
石
井
に
つ
い
て
は
防
衛
政
策
の
方
向
性
を
共
有
で
き
て
い

る
と
見
て
い
た
も
の
の
、
第
二
保
守
党
時
代
か
ら
軍
事
力
強
化
の
当
否
を
め
ぐ
り
正
面
衝
突
し
て
き
た
三
木
・
松
村
や
、
吉
田
の
軽
武
装

路
線
を
継
承
す
る
池
田
に
つ
い
て
は
、
自
ら
の
防
衛
政
策
と
の
不
一
致
を
認
識
し
て
い
）
139
（
た
。
加
え
て
石
橋
も
、
芦
田
の
期
待
と
は
異
な
り

あ
く
ま
で
経
済
力
の
回
復
を
優
先
さ
せ
る
姿
勢
で
あ
っ
た
と
い
）
140
（

う
。
こ
の
よ
う
に
芦
田
は
、
吉
田
と
同
様
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
軽
武
装

路
線
と
思
し
き
池
田
・
三
木
・
松
村
、
再
軍
備
を
唱
え
つ
つ
も
事
実
上
軽
武
装
路
線
を
踏
襲
し
て
い
た
鳩
山
・
石
橋
な
ど
、
岸
内
閣
と
比

べ
て
も
む
し
ろ
防
衛
政
策
の
見
直
し
に
消
極
的
と
い
え
る
政
治
家
た
ち
と
行
動
を
共
に
す
る
形
と
な
っ
）
141
（

た
。

　
以
上
見
た
通
り
、
防
衛
政
策
見
直
し
に
関
す
る
岸
の
姿
勢
に
つ
き
疑
念
を
抱
い
て
い
た
と
は
い
え
、
吉
田
の
後
継
者
や
そ
の
同
調
者
、

さ
ら
に
は
積
極
的
な
軽
武
装
論
者
た
ち
を
も
包
摂
し
た
陣
営
の
内
側
に
あ
っ
て
防
衛
政
策
を
修
正
し
て
い
く
と
い
う
道
程
は
、
な
お
一
層

険
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
芦
田
の
防
衛
政
策
は
陣
営
内
で
は
浮
き
上
が
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
芦
田
の
防

衛
論
は
、
第
二
保
守
党
時
代
に
は
選
挙
戦
略
上
不
利
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
、
彼
の
発
言
自
体
が
三
木
を
は
じ
め
と
す
る
党
内
の
「
革
新

派
」
か
ら
猛
反
発
を
受
け
た
過
去
を
持
っ
て
い
た
）
142
（
が
、
自
民
党
結
成
後
は
そ
う
し
た
攻
撃
は
沈
静
化
し
て
い
た
。
軽
武
装
あ
る
い
は
経
済

優
先
の
立
場
か
ら
岸
批
判
を
行
っ
て
い
た
政
治
家
が
影
響
力
を
有
し
て
い
た
反
岸
陣
営
で
あ
る
が
、
岸
批
判
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
軍

事
力
の
即
時
強
化
を
主
張
す
る
芦
田
の
議
論
も
容
認
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
て
、
芦
田
の
防
衛
政
策
論
は
、
彼
の
陣
営
に
お
い
て
は
と
り
わ
け
そ
の
実
現
が
難
し
い
状
況
と
な
っ
た
。
近
代
主
義
や
進
歩
主

義
と
軍
事
力
強
化
は
融
合
可
能
と
考
え
る
芦
田
に
対
し
、
そ
れ
を
共
存
不
可
能
な
も
の
と
す
る
見
解
の
方
が
広
が
り
を
持
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
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さ
ら
に
、
こ
う
し
た
中
、
防
衛
論
の
背
景
に
あ
っ
た
芦
田
の
国
家
論
も
ま
た
、
保
革
に
分
断
さ
れ
た
形
で
受
容
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
ま
ず
、
芦
田
と
同
様
の
進
歩
的
保
守
政
党
の
理
念
を
体
現
し
た
面
々
が
支
え
た
石
橋
内
閣
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
国
民
生
活
の
安
定

が
強
調
さ
れ
る
な
）
143
（
ど
、
公
共
精
神
や
国
家
へ
の
参
与
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
加
え
て
、
民
主
主
義
や

人
権
論
が
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
機
会
も
ま
た
低
下
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
戦
後
的
な
価
値
観
が
次
第
に
経
済
優
先
、
成
長
と
分

配
、
私
生
活
尊
重
と
い
っ
た
、
物
理
的
分
配
や
私
的
利
益
に
特
化
し
た
総
括
に
矮
小
化
さ
れ
て
い
く
兆
候
で
も
あ
っ
）
144
（

た
。

　
そ
の
一
方
で
、
防
衛
力
強
化
を
政
策
の
表
舞
台
に
挙
げ
る
こ
と
を
目
指
し
、
国
家
へ
の
貢
献
を
重
視
す
る
視
座
に
立
っ
た
活
動
は
、
岸

政
権
へ
の
協
力
姿
勢
を
示
し
芦
田
と
の
距
離
が
離
れ
て
い
っ
た
保
科
善
四
郎
）
145
（

ら
、
岸
派
に
合
流
し
た
政
治
家
た
ち
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ

た
。
保
科
は
、
後
に
日
本
国
防
協
会
を
創
設
し
、
自
衛
隊
支
援
・
軍
備
強
化
運
動
の
指
導
者
と
な
っ
て
い
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
は
伝

統
的
な
道
徳
秩
序
の
復
興
が
強
調
さ
）
146
（

れ
、「
進
歩
的
保
守
政
党
」
を
目
指
し
た
芦
田
の
国
家
観
が
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。

五
　
お
わ
り
に

　
以
上
の
よ
う
に
芦
田
は
、
保
守
合
同
後
の
政
党
運
営
に
関
し
て
、
構
成
員
の
理
性
・
判
断
を
重
要
視
し
た
近
代
的
組
織
文
化
を
志
向
し
、

強
固
な
上
下
関
係
と
結
束
力
を
背
景
に
し
た
伝
統
的
な
組
織
文
化
に
対
抗
し
た
。
加
え
て
、
社
会
秩
序
の
近
代
化
や
国
民
の
権
利
拡
大
を

担
保
し
た
現
憲
法
を
、
進
歩
的
な
価
値
観
を
擁
護
す
る
観
点
か
ら
高
く
評
価
す
る
姿
勢
を
維
持
し
て
い
た
。
一
方
で
、
公
共
心
や
国
家
へ

の
積
極
的
貢
献
を
強
調
す
る
な
ど
、
公
私
双
方
の
領
域
を
同
時
に
強
化
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
が
芦
田
の
政
治
理
念
の
特
徴
で
も
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
国
家
観
は
、
防
衛
政
策
に
お
い
て
軍
事
力
強
化
を
主
張
す
る
際
に
も
、
そ
の
議
論
の
背
景
を
な
し
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
芦
田
の
政
治
路
線
は
、
芦
田
の
属
し
た
陣
営
内
で
は
近
代
化
へ
の
志
向
や
進
歩
的
な
国
家
論
に
限
っ
て
共
有
さ
れ
、
国
家
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へ
の
貢
献
や
軍
事
力
強
化
に
関
す
る
主
張
は
、
そ
の
部
分
に
特
化
し
た
形
で
、
陣
営
外
に
去
っ
た
政
治
家
へ
と
受
け
継
が
れ
る
な
ど
、
党

内
に
お
い
て
保
革
に
そ
れ
ぞ
れ
分
断
さ
れ
た
形
で
受
容
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
う
し
た
事
態
は
、
軍
事
力
強
化
や
公
徳
心
の
必
要
性
が
戦
後
出
現
し
た
進
歩
的
な
価
値
観
を
否
定
す
る
脈
絡
の
中
で
専
ら
説
か
れ
、

近
代
的
市
民
像
へ
の
シ
ン
パ
シ
ー
が
非
武
装
論
や
軽
武
装
論
、
あ
る
い
は
国
家
へ
の
懐
疑
的
な
視
点
を
用
い
て
専
ら
語
ら
れ
る
戦
後
の
言

論
状
況
を
反
映
し
て
い
）
147
（

た
。
そ
れ
は
、
防
衛
力
強
化
の
主
張
が
伝
統
的
な
社
会
秩
序
や
国
家
像
へ
の
回
帰
と
同
視
さ
れ
、
軍
事
力
軽
減
の

主
張
が
進
歩
的
と
さ
れ
る
状
況
が
固
定
化
し
て
い
く
過
程
で
も
あ
っ
）
148
（
た
。

　
芦
田
に
お
い
て
は
矛
盾
な
く
共
存
し
て
い
た
近
代
的
・
進
歩
的
な
国
家
観
と
、
防
衛
力
強
化
や
国
家
へ
の
貢
献
の
議
論
は
、
保
革
の
言

論
が
分
裂
し
、
さ
ら
に
非
武
装
論
を
軸
に
し
た
対
立
構
造
が
定
着
す
る
中
に
お
い
て
、
統
一
的
に
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な

く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

（
1
）  

戦
前
の
芦
田
の
政
治
行
動
と
思
想
に
つ
い
て
は
、
矢
嶋
光
「
芦
田
均
と
戦
中
期
の
『
自
由
主
義
』
勢
力
」『
同
時
代
史
研
究
』
五
号
（
二
〇
一

二
年
）、
お
よ
び
植
田
麻
記
子
「
芦
田
均
に
見
る
『
自
由
主
義
』
の
展
開
」（
慶
應
義
塾
大
学
博
士
学
位
論
文
、
二
〇
一
一
年
）、
人
物
像
に
つ
い

て
は
北
岡
伸
一
「
吉
田
茂
と
清
沢
冽
」
吉
田
茂
記
念
事
業
財
団
編
『
人
間
吉
田
茂
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
一
年
）、
お
よ
び
福
永
文
夫
・
下
河

辺
元
春
編
『
芦
田
均
日
記
　
一
九
〇
五
―
一
九
四
五
』（
柏
書
房
、
二
〇
一
二
年
）、
第
五
巻
の
解
題
を
参
照
。
ま
た
、
戦
後
に
か
け
て
は
同
様
に

進
藤
榮
一
・
下
河
辺
元
春
編
『
芦
田
均
日
記
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
、
全
七
巻
）、
第
一
巻
の
解
題
お
よ
び
各
巻
解
説
を
参
照
。

（
2
）  

民
主
党
結
成
の
詳
細
に
つ
い
て
は
三
川
譲
二
「
民
主
党
の
成
立
」『
史
林
』
八
二
巻
五
号
（
一
九
九
九
年
）
を
参
照
。

（
3
）  

片
山
・
芦
田
内
閣
期
の
芦
田
に
つ
い
て
は
進
藤
榮
一
「
芦
田
均
と
戦
後
改
革
」『
国
際
政
治
』
八
五
号
（
一
九
八
七
年
）、
富
田
信
男
『
芦
田
政

権
二
二
三
日
』（
行
研
出
版
局
、
一
九
九
二
年
）、
増
田
弘
「
芦
田
均
」
渡
邉
昭
夫
編
『
戦
後
日
本
の
宰
相
た
ち
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
五
年
）、

武
田
知
己
「
戦
後
保
守
勢
力
の
相
互
認
識
と
政
界
再
編
構
想
の
展
開
」
坂
本
一
登
・
五
百
旗
頭
薫
編
『
日
本
政
治
史
の
新
地
平
』（
吉
田
書
店
、

二
〇
一
三
年
）、
前
掲
、
植
田
「
芦
田
均
に
見
る
『
自
由
主
義
』
の
展
開
」
な
ど
の
芦
田
研
究
、
お
よ
び
福
永
文
夫
『
占
領
下
中
道
政
権
の
形
成

と
崩
壊
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）、
中
北
浩
爾
『
経
済
復
興
と
戦
後
政
治
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
）
な
ど
の
中
道
連
立
政
権
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研
究
を
参
照
。

（
4
）  

第
二
保
守
党
の
系
譜
に
つ
い
て
は
、
御
厨
貴
「
昭
和
二
〇
年
代
に
お
け
る
第
二
保
守
党
の
軌
跡
」
近
代
日
本
研
究
会
編
『
年
報
・
近
代
日
本
研

究
9
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）
参
照
。
そ
こ
で
は
、
自
由
党
に
対
抗
し
た
保
守
政
党
の
系
譜
が
第
二
保
守
党
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
が
、

本
稿
で
も
同
じ
呼
称
を
用
い
る
。
第
二
保
守
党
時
代
の
芦
田
に
つ
い
て
は
竹
中
佳
彦
「
中
道
政
治
の
崩
壊
」
近
代
日
本
研
究
会
編
『
年
報
・
近
代

日
本
研
究
16
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
四
年
）、
中
北
浩
爾
『
一
九
五
五
年
体
制
の
成
立
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）、
宮
崎
隆
次

「
第
三
次
吉
田
茂
内
閣
期
の
政
治
過
程
」『
千
葉
大
学
法
学
論
集
』
三
巻
一
号
（
一
九
八
八
年
）、
内
川
正
夫
「
政
党
再
編
下
の
改
進
党
結
成
に
関

す
る
一
考
察
」『
法
学
研
究
』
六
八
巻
一
号
（
一
九
九
五
年
）、
お
よ
び
前
掲
、
植
田
「
芦
田
均
に
見
る
『
自
由
主
義
』
の
展
開
」、
第
4
章
を
は

じ
め
と
す
る
政
党
史
研
究
が
進
ん
で
お
り
、
上
記
中
道
連
立
政
権
の
研
究
と
併
せ
、
芦
田
が
修
正
資
本
主
義
お
よ
び
社
会
連
帯
主
義
の
実
現
や
議

会
制
民
主
主
義
の
深
化
を
追
求
し
た
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

（
5
）  

三
戸
は
、
芦
田
の
安
全
保
障
政
策
に
つ
い
て
も
「
親
米
」
と
い
う
基
本
方
針
に
拠
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
三
戸
英
治
「
芦
田
均
の

外
交
安
全
保
障
論
」『
六
甲
台
論
集
　
法
学
政
治
学
篇
』
五
二
巻
一
号
（
二
〇
〇
五
年
）
参
照
。

（
6
）  

一
九
五
〇
年
代
前
半
の
芦
田
の
再
軍
備
運
動
や
そ
れ
に
よ
る
第
二
保
守
党
内
の
軋
轢
に
つ
い
て
は
前
掲
、
竹
中
「
中
道
政
治
の
崩
壊
」
お
よ
び

前
掲
、
植
田
「
芦
田
均
に
見
る
『
自
由
主
義
』
の
展
開
」
が
詳
し
い
。

（
7
）  

佐
道
明
広
『
戦
後
日
本
の
防
衛
と
政
治
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）、
中
島
信
吾
『
戦
後
日
本
の
防
衛
政
策
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
六
年
）
な
ど
。
ま
た
自
民
党
結
成
以
前
の
時
期
を
対
象
と
し
た
も
の
と
し
て
は
大
嶽
秀
夫
『
再
軍
備
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』（
中
央
公
論

社
、
一
九
八
八
年
）、
植
村
秀
樹
『
再
軍
備
と
五
五
年
体
制
』（
木
鐸
社
、
一
九
九
五
年
）
が
あ
る
。

（
8
）  

前
掲
、
進
藤
「
芦
田
均
と
戦
後
改
革
」
を
は
じ
め
、
占
領
期
の
戦
後
改
革
支
持
と
独
立
後
の
再
軍
備
運
動
の
落
差
に
言
及
す
る
も
の
は
多
い
。

再
軍
備
促
進
論
の
登
場
に
よ
っ
て
、
芦
田
の
戦
後
民
主
主
義
肯
定
論
は
後
退
あ
る
い
は
消
失
し
た
と
の
印
象
を
持
た
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
9
）  

本
稿
以
前
に
、
軍
事
力
増
強
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
親
和
性
に
注
目
し
て
自
民
党
結
成
以
前
の
芦
田
を
と
り
あ
げ
た
も
の
に
は
、
前
掲
、
大
嶽

『
再
軍
備
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』、
宮
崎
隆
次
「
日
本
に
お
け
る
『
戦
後
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
の
固
定
化
」
犬
童
一
男
ほ
か
編
『
戦
後
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
成
立
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
）
お
よ
び
前
掲
、
竹
中
「
中
道
政
治
の
崩
壊
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
10
）  

前
掲
、
進
藤
ほ
か
編
『
芦
田
均
日
記
』
第
六
巻
、
一
二
二
頁
（
一
九
五
六
年
四
月
一
九
日
の
条
）。
以
下
、
書
名
・
巻
号
お
よ
び
該
当
箇
所
の

日
付
に
て
表
記
す
る
。

（
11
）  

千
葉
三
郎
『
創
造
に
生
き
て
』（
カ
ル
チ
ャ
ー
出
版
、
一
九
七
七
年
）、
二
九
五
頁
。
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（
12
）  

「
焦
点
　
反
主
流
の
拠
点
『
時
局
懇
談
会
』」『
読
売
新
聞
』
一
九
五
六
年
九
月
二
七
日
、
夕
刊
。

（
13
）  

同
総
裁
選
の
詳
細
な
過
程
に
つ
い
て
は
小
宮
京
『
自
由
民
主
党
の
誕
生
』（
木
鐸
社
、
二
〇
一
〇
年
）、
二
五
〇
―
二
五
四
頁
、
原
彬
久
『
戦
後

日
本
と
国
際
政
治
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
八
年
）、
一
〇
二
―
一
〇
四
頁
、
筒
井
清
忠
『
石
橋
湛
山
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
六
年
）、
三
四

二
―
三
六
〇
頁
を
参
照
。

（
14
）  
『
芦
田
均
日
記
』
第
六
巻
、
一
九
五
六
年
一
一
月
五
日
。

（
15
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
六
巻
、
一
九
五
六
年
一
二
月
一
四
日
。
芦
田
と
三
木
・
池
田
は
、
同
年
春
の
選
挙
制
度
改
革
法
案
審
議
の
際
に
は
、
社
会

党
と
の
関
係
改
善
を
模
索
し
協
力
関
係
に
あ
っ
た
。
楠
精
一
郎
「
小
選
挙
区
法
案
の
挫
折
」
中
村
隆
英
・
宮
崎
正
康
編
『
過
渡
期
と
し
て
の
一
九

五
〇
年
代
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
）、
六
四
―
六
七
頁
参
照
。

（
16
）  

小
宮
京
「
保
守
党
に
お
け
る
派
閥
の
一
考
察
」『
選
挙
研
究
』
二
六
巻
一
号
（
二
〇
一
〇
年
）、
一
一
頁
。

（
17
）  

北
国
新
聞
社
政
治
部
編
『
陣
太
鼓
　
林
屋
亀
次
郎
が
行
く
』（
北
陸
新
聞
社
、
一
九
七
六
年
）、
一
三
五
―
一
三
七
頁
。

（
18
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
六
巻
、
一
九
五
六
年
一
一
月
一
八
日
。
石
井
派
の
馬
場
元
治
か
ら
の
連
絡
。

（
19
）  

例
え
ば
千
葉
三
郎
、
須
磨
弥
吉
郎
、
野
村
吉
三
郎
等
。
前
掲
、
千
葉
『
創
造
に
生
き
て
』、
二
九
六
頁
。

（
20
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
六
巻
、
一
九
五
六
年
一
一
月
一
八
日
、
一
九
日
。

（
21
）  

総
裁
選
時
の
石
橋
陣
営
の
特
徴
と
し
て
「
反
河
野
」
を
指
摘
す
る
も
の
に
前
掲
、
小
宮
『
自
由
民
主
党
の
誕
生
』、
二
五
二
頁
、
田
々
宮
英
太

郎
『
日
本
の
政
治
家
た
ち
』（
路
書
房
、
一
九
六
五
年
）、
八
七
頁
。

（
22
）  

党
内
全
体
を
俯
瞰
し
た
先
行
研
究
と
し
て
前
掲
、
原
『
戦
後
日
本
と
国
際
政
治
』
を
参
照
。
た
だ
し
芦
田
の
日
記
は
刊
行
・
公
開
前
で
あ
り
利

用
さ
れ
て
い
な
い
。

（
23
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
六
巻
、
一
九
五
七
年
六
月
二
八
日
（
同
二
六
日
に
つ
い
て
の
記
述
）。

（
24
）  

宮
崎
吉
政
『
宮
崎
日
記
　
第
一
巻
』（
行
研
出
版
局
、
一
九
八
九
年
）、
六
五
六
頁
。

（
25
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
六
巻
、
一
九
五
七
年
七
月
一
〇
日
、
一
一
日
。

（
26
）  

『
朝
日
新
聞
』
一
九
五
八
年
六
月
九
日
、『
東
京
新
聞
』
一
九
五
八
年
五
月
二
八
日
。

（
27
）  

「
妥
当
な
〝
正
副
〞
コ
ン
ビ
　
選
考
事
情
」『
読
売
新
聞
』
一
九
五
八
年
六
月
八
日
、
夕
刊
。

（
28
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
七
巻
、
一
九
五
八
年
六
月
二
一
日
。

（
29
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
七
巻
、
一
九
五
八
年
六
月
一
三
日
。
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（
30
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
七
巻
、
一
九
五
八
年
六
月
一
七
日
。

（
31
）  

有
田
喜
一
「
大
蔵
大
臣
の
椅
子
に
す
わ
っ
た
荒
木
君
」『
評
伝
荒
木
万
寿
夫
』（
荒
木
万
寿
夫
先
生
顕
彰
会
、
一
九
七
四
年
）、
一
三
三
頁
。

（
32
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
七
巻
、
一
九
五
八
年
六
月
二
九
日
。

（
33
）  
『
芦
田
均
日
記
』
第
七
巻
、
一
九
五
八
年
一
二
月
二
〇
日
。

（
34
）  
前
掲
、
岸
ほ
か
『
岸
信
介
の
回
想
』、
一
八
七
頁
。

（
35
）  
党
運
営
を
め
ぐ
る
芦
田
と
河
野
系
と
の
対
立
は
、
芦
田
が
脱
党
し
た
日
本
自
由
党
に
遡
る
も
の
で
あ
っ
た
。
前
掲
、
御
厨
「
昭
和
二
〇
年
代
に

お
け
る
第
二
保
守
党
の
軌
跡
」、
二
九
一
―
二
九
二
頁
、
三
〇
八
頁
。

（
36
）  

原
彬
久
編
『
岸
信
介
証
言
録
』（
毎
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
三
年
）、
三
三
三
頁
、
三
三
五
頁
、
前
掲
、
岸
ほ
か
『
岸
信
介
の
回
想
』、
一
九
五
頁
。

岸
の
政
治
姿
勢
が
「
数
の
論
理
」
に
あ
っ
た
こ
と
に
つ
き
、
前
掲
、
原
『
戦
後
日
本
と
国
際
政
治
』、
一
〇
四
頁
。

（
37
）  

中
北
浩
爾
「
自
民
党
型
政
治
の
定
着
」『
年
報
日
本
現
代
史
』
一
三
号
（
二
〇
〇
八
年
）
参
照
。

（
38
）  

『
週
刊
朝
日
』
一
九
五
七
年
二
月
一
七
日
号
。
少
数
勢
力
の
石
橋
派
を
岸
が
軽
視
し
て
い
た
点
に
つ
き
、
前
掲
、
原
『
戦
後
日
本
と
国
際
政
治
』、

一
五
〇
頁
。
数
名
の
芦
田
派
に
つ
い
て
も
同
様
と
予
想
さ
れ
る
。

（
39
）  

前
掲
、
原
編
『
岸
信
介
証
言
録
』、
二
一
一
頁
。「
バ
ル
カ
ン
政
治
家
」
と
い
わ
れ
た
三
木
の
権
力
獲
得
へ
の
意
思
と
、
理
念
を
重
視
す
る
少
数

派
と
し
て
の
立
場
の
並
存
に
つ
い
て
は
新
川
敏
光
「
三
木
武
夫
　
理
念
と
世
論
に
よ
る
政
治
」
前
掲
、
渡
邉
編
『
戦
後
日
本
の
宰
相
た
ち
』、
二

五
一
―
二
五
二
頁
。

（
40
）  

前
掲
、
原
編
『
岸
信
介
証
言
録
』、
二
〇
八
頁
、
二
一
一
頁
。

（
41
）  

小
島
徹
三
「
想
い
出
の
政
治
家
　
芦
田
均
」『
月
刊
自
由
民
主
』
一
九
七
五
年
一
一
月
号
、
六
八
―
六
九
頁
。

（
42
）  

後
藤
基
夫
・
内
田
健
三
・
石
川
真
澄
『
戦
後
保
守
政
治
の
軌
跡
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
）、
一
四
八
頁
。
内
田
健
三
の
回
顧
。

（
43
）  

日
野
晃
「『
清
貧
』
と
『
品
格
』
を
備
え
た
松
村
謙
三
」
政
治
記
者
Ｏ
Ｂ
会
『
政
治
記
者
の
目
と
耳
』
第
四
集
（
一
九
九
九
年
）、
六
七
―
七
二

頁
。

（
44
）  

大
江
可
之
編
『
元
総
理
三
木
武
夫
議
員
五
十
年
史
』（
日
本
国
体
研
究
院
、
一
九
八
七
年
）、
二
五
五
頁
。

（
45
）  

川
崎
修
二
『
勇
気
あ
る
政
治
家
た
ち
』（
仙
石
出
版
社
、
一
九
七
一
年
）、
二
一
九
頁
、
塚
本
哲
也
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
岸
信
介
の
安
全
保
障
観
」

中
村
隆
英
・
宮
崎
正
康
編
『
岸
信
介
政
権
と
高
度
成
長
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
三
年
）、
二
七
一
頁
。

（
46
）  

前
掲
、
塚
本
「
岸
信
介
の
安
全
保
障
観
」、
二
七
二
頁
。
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（
47
）  

前
掲
、
原
編
『
岸
信
介
証
言
録
』、
一
四
九
頁
、
一
五
三
頁
、
二
〇
八
頁
。

（
48
）  

前
掲
、
岸
ほ
か
『
岸
信
介
の
回
想
』、
一
六
四
頁
。

（
49
）  

前
掲
、
原
編
『
岸
信
介
証
言
録
』、
一
五
四
頁
。

（
50
）  
前
掲
、
岸
ほ
か
『
岸
信
介
の
回
想
』、
一
五
八
頁
。
岸
の
石
橋
に
対
す
る
「
敬
し
て
遠
ざ
け
る
」
姿
勢
に
つ
き
前
掲
、
原
『
戦
後
日
本
と
国
際

政
治
』、
一
五
〇
頁
。

（
51
）  
前
掲
、
原
編
『
岸
信
介
証
言
録
』、
一
五
二
頁
、
一
五
三
頁
。

（
52
）  

前
掲
、
小
島
「
想
い
出
の
政
治
家
　
芦
田
均
」、
六
九
頁
。

（
53
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
六
巻
、
第
七
巻
、
一
九
五
六
年
一
一
月
五
日
、
一
九
五
七
年
六
月
七
日
、
一
九
五
八
年
二
月
七
日
、
二
月
八
日
、
一
〇
月

四
日
、
一
〇
月
一
六
日
。

（
54
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
七
巻
、
一
九
五
九
年
一
月
二
七
日
。

（
55
）  

代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
辻
政
信
『
こ
れ
で
よ
い
の
か
』（
有
紀
書
房
、
一
九
五
九
年
）、
二
五
頁
。
岸
が
一
度
も
政
治
的
責
任
を
と
っ
た
こ
と

が
な
い
と
指
摘
す
る
。
後
に
ふ
れ
る
開
戦
責
任
論
と
も
関
連
す
る
。

（
56
）  

同
様
に
岸
が
「
官
僚
」
か
つ
「
金
権
派
閥
」
の
政
治
家
と
評
さ
れ
た
も
の
に
松
山
幸
雄
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
戦
後
外
交
の
軌
跡
」
国
正
武
重
編

『
戦
後
政
治
の
素
顔
』（
近
代
文
芸
社
、
一
九
九
七
年
）、
一
八
七
頁
。

（
57
）  

前
掲
、
植
田
「
芦
田
均
に
見
る
『
自
由
主
義
』
の
展
開
」
参
照
。

（
58
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
七
巻
、
一
九
五
八
年
七
月
一
日
、
八
月
一
日
。

（
59
）  

渡
邉
恒
雄
『
派
閥
』（
弘
文
堂
、
一
九
五
九
年
）、
二
八
〇
頁
参
照
。

（
60
）  

ほ
か
に
松
村
、
川
崎
修
二
、
周
東
英
雄
ら
。『
芦
田
均
日
記
』
第
七
巻
、
一
九
五
八
年
九
月
四
日
。

（
61
）  

前
掲
、
植
田
「
芦
田
均
に
見
る
『
自
由
主
義
』
の
展
開
」。

（
62
）  

「
ゆ
ら
ぐ
政
府
方
針
　
反
主
流
派
の
『
外
交
研
究
会
』」『
朝
日
新
聞
』
一
九
五
八
年
九
月
一
九
日
。

（
63
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
七
巻
、
一
九
五
八
年
九
月
一
八
日
。

（
64
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
七
巻
、
一
九
五
八
年
一
一
月
二
一
日
、
二
四
日
。

（
65
）  

「
衆
院
議
長
、
芦
田
氏
へ
」『
読
売
新
聞
』
一
九
五
九
年
一
二
月
八
日
。

（
66
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
七
巻
、
一
九
五
八
年
一
二
月
一
七
日
。
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（
67
）  

宮
崎
吉
政
『
宮
崎
日
記
』
第
二
巻
（
行
研
出
版
局
、
一
九
九
三
年
）、
八
四
頁
、「
国
会
よ
う
や
く
正
常
化
　
き
ょ
う
正
副
議
長
選
　
後
任
候
補

な
お
曲
折
」『
読
売
新
聞
』
一
九
五
八
年
一
二
月
一
一
日
。

（
68
）  

「
衆
院
、
き
ょ
う
議
長
選
挙
」『
朝
日
新
聞
』
一
九
五
九
年
一
二
月
一
一
日
、「
議
長
選
挙
ま
た
延
期
」『
読
売
新
聞
』
一
九
五
八
年
一
二
月
一
二

日
。
加
藤
は
石
井
派
の
議
員
で
あ
る
が
、
石
井
は
最
後
ま
で
芦
田
支
持
の
姿
勢
を
変
え
な
か
っ
た
。
石
井
光
次
郎
「
日
記
」
一
九
五
八
年
一
二
月

一
一
日
の
条
『
石
井
光
次
郎
関
係
文
書
』
三
三
（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
）
参
照
。

（
69
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
七
巻
、
一
九
五
八
年
一
二
月
一
二
日
。

（
70
）  

総
理
退
任
後
の
芦
田
は
、
長
ら
く
昭
和
電
工
事
件
の
被
告
の
立
場
に
置
か
れ
て
い
た
が
、
一
九
五
八
年
二
月
、
高
裁
の
無
罪
判
決
が
確
定
し
て

お
り
、
党
内
に
お
い
て
名
誉
回
復
を
果
た
し
て
い
た
。
議
長
に
推
さ
れ
た
こ
と
も
、
こ
う
し
た
状
況
変
化
を
受
け
て
の
も
の
で
あ
る
。

（
71
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
七
巻
、
一
九
五
八
年
一
二
月
二
四
日
。

（
72
）  

三
木
武
夫
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。
前
掲
、
原
編
『
岸
信
介
証
言
録
』、
一
九
五
頁
。

（
73
）  

前
掲
、
原
編
『
岸
信
介
証
言
録
』、
一
九
六
頁
の
原
の
解
説
。

（
74
）  

石
橋
派
の
世
耕
弘
一
。『
芦
田
均
日
記
』
第
七
巻
、
一
九
五
九
年
一
月
一
二
日
。

（
75
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
七
巻
、
一
九
五
九
年
一
月
一
二
日
。

（
76
）  

田
川
誠
一
「
松
村
謙
三
の
生
涯
（
上
）」『
世
界
』
一
九
七
一
年
一
二
月
号
、
三
八
八
頁
。
大
野
派
の
主
流
派
入
り
、
岸
派
の
人
数
増
大
に
よ
る

数
の
優
位
に
よ
り
、
岸
の
勝
利
は
確
実
視
さ
れ
て
い
た
。

（
77
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
七
巻
、
一
九
五
八
年
一
二
月
二
〇
日
。
池
田
と
の
会
談
に
お
け
る
提
案
。

（
78
）  

「
元
、
前
首
相
松
村
氏
推
す
」『
読
売
新
聞
』
一
九
五
九
年
一
月
二
二
日
、
夕
刊
。
鳩
山
に
つ
い
て
は
特
に
前
掲
、
石
井
「
日
記
」
一
九
五
八
年

一
二
月
三
〇
日
の
条
、
お
よ
び
前
掲
、
後
藤
ほ
か
『
戦
後
保
守
政
治
の
軌
跡
』、
一
五
八
頁
参
照
。
鳩
山
は
、
党
幹
事
長
や
総
理
就
任
を
き
っ
か

け
に
し
た
岸
の
資
金
力
肥
大
化
に
憤
っ
て
お
り
、
岸
批
判
に
転
じ
た
と
い
う
。
ま
た
、
石
橋
に
つ
い
て
は
上
田
美
和
『
石
橋
湛
山
論
』（
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
一
二
年
）、
二
三
八
頁
参
照
。

（
79
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
七
巻
、
一
九
五
九
年
一
月
二
一
日
、
一
月
二
二
日
、
一
月
二
四
日
。

（
80
）  

芦
田
均
「
憲
法
を
ど
う
改
正
す
る
か
」『
東
京
だ
よ
り
』
一
九
五
六
年
三
月
号
、
七
頁
。
東
京
だ
よ
り
は
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
社
長
石
山
賢
吉

の
協
力
を
受
け
発
行
さ
れ
た
事
実
上
の
芦
田
の
個
人
雑
誌
で
あ
る
。

（
81
）  

同
右
、「
憲
法
を
ど
う
改
正
す
る
か
」、
九
頁
。
も
う
一
つ
の
柱
は
、
憲
法
七
条
に
基
づ
く
解
散
を
違
憲
と
す
る
な
ど
、
議
会
に
対
す
る
内
閣
の
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権
限
縮
小
で
あ
っ
た
。
前
掲
、
植
田
「
芦
田
均
に
見
る
『
自
由
主
義
』
の
展
開
」
参
照
。

（
82
）  

渡
辺
治
「
保
守
合
同
と
自
由
民
主
党
の
結
成
」
坂
野
潤
治
ほ
か
編
『
戦
後
改
革
と
現
代
社
会
の
形
成
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）、
二
〇
二
― 

二
〇
三
頁
。

（
83
）  
憲
法
調
査
会
『
憲
法
調
査
会
第
七
回
総
会
議
事
録
』（
一
九
五
七
年
一
二
月
）、
二
一
頁
。

（
84
）  
芦
田
均
「
自
由
主
義
の
旗
」『
東
京
だ
よ
り
』
一
九
五
六
年
五
月
号
、
五
一
頁
。

（
85
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
六
巻
、
第
七
巻
、
一
九
五
五
年
一
一
月
二
八
日
、
一
九
五
六
年
三
月
七
日
、
一
一
月
八
日
、
一
二
月
二
八
日
、
一
九
五
七

年
八
月
八
日
、
一
九
五
八
年
二
月
一
九
日
な
ど
。
右
派
社
会
党
に
つ
い
て
は
楠
精
一
郎
「
右
派
社
会
党
の
防
衛
政
策
」
前
掲
、
近
代
日
本
研
究
会

編
『
年
報
・
近
代
日
本
研
究
16
』
を
参
照
。
ま
た
、
西
尾
と
芦
田
の
関
係
に
つ
い
て
は
芳
賀
綏
「
民
社
勢
力
と
芦
田
均
」『
か
く
し
ん
』
二
一
四

号
（
一
九
八
八
年
）、
二
九
頁
も
参
照
。

（
86
）  

前
掲
、
芦
田
「
自
由
主
義
の
旗
」、
五
四
頁
。

（
87
）  

前
掲
、
宮
崎
『
宮
崎
日
記
　
第
一
巻
』、
五
一
二
頁
。

（
88
）  

前
掲
、
植
田
「
芦
田
均
に
見
る
『
自
由
主
義
』
の
展
開
」
参
照
。

（
89
）  

前
掲
、
田
々
宮
『
日
本
の
政
治
家
た
ち
』、
九
〇
頁
、

（
90
）  

石
田
博
英
『
私
の
自
画
像
』（
実
業
之
日
本
社
、
一
九
六
五
年
）、
二
二
九
―
二
三
〇
頁
。

（
91
）  

戦
後
体
制
の
う
ち
「
保
守
本
流
」
と
し
て
総
括
さ
れ
る
部
分
も
、
実
際
に
は
芦
田
の
活
動
の
成
果
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
旨
を
示
唆
し
た

研
究
と
し
て
、
前
掲
、
進
藤
「
芦
田
均
と
戦
後
改
革
」
を
参
照
。

（
92
）  

前
掲
、
小
宮
『
自
由
民
主
党
の
誕
生
』、
二
六
九
頁
、
前
掲
、
筒
井
『
石
橋
湛
山
』、
三
六
五
―
六
頁
。

（
93
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
六
巻
、
一
九
五
七
年
一
〇
月
一
八
日
。
三
木
派
の
政
治
家
と
は
佐
伯
宗
義
で
あ
る
。

（
94
）  

芦
田
均
「
選
挙
放
送
原
稿
」『
芦
田
均
関
係
文
書
』
四
八
〇
―
二
（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
）。

（
95
）  

対
談
「
新
党
を
め
ぐ
る
政
局
の
ゆ
く
え
」『
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
』
一
九
五
四
年
一
一
月
下
旬
号
、
一
五
頁
。

（
96
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
六
巻
、
一
九
五
六
年
二
月
一
一
日
、
一
九
五
七
年
二
月
一
一
日
な
ど
。

（
97
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
七
巻
、
一
九
五
八
年
一
月
一
一
日
。

（
98
）  

前
掲
、
竹
中
「
中
道
政
治
の
崩
壊
」、
前
掲
、
大
嶽
『
再
軍
備
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』、
一
二
七
―
一
四
五
頁
、
前
掲
、
植
村
『
再
軍
備
と
五
五

年
体
制
』、
八
四
―
八
九
頁
、
前
掲
、
佐
道
『
戦
後
日
本
の
防
衛
と
政
治
』、
一
四
頁
、
前
掲
、
中
島
『
戦
後
日
本
の
防
衛
政
策
』、
九
八
―
一
〇
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四
頁
。

（
99
）  

芦
田
均
「
自
衛
武
装
論
」『
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
』
一
九
五
一
年
二
月
一
日
号
、
七
頁
、
芦
田
均
「
自
由
と
平
和
の
た
め
の
闘
ひ
」『
文
藝
春
秋
』
一

九
五
一
年
三
月
号
、
三
六
頁
。 

（
100
）  
前
掲
、
芦
田
「
憲
法
を
ど
う
改
正
す
る
か
」、
七
頁
。

（
101
）  
芦
田
均
「
四
国
外
相
会
議
」『
東
京
だ
よ
り
』
一
九
五
五
年
一
二
月
号
、
二
〇
頁
。

（
102
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
六
巻
、
一
九
五
六
年
八
月
三
日
。

（
103
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
六
巻
、
一
九
五
七
年
四
月
二
九
日
。
芦
田
は
、
英
国
に
お
い
て
は
日
本
と
異
な
り
そ
う
し
た
科
学
的
な
研
究
が
進
展
し
て

い
る
と
述
べ
て
い
る
。

（
104
）  

芦
田
均
「
核
兵
器
時
代
の
外
交
」『
大
陸
問
題
』
一
九
五
八
年
三
月
号
、
二
一
頁
、『
芦
田
均
日
記
』
第
七
巻
、
一
九
五
八
年
二
月
二
二
日
な
ど
。

（
105
）  

芦
田
均
「
世
界
情
勢
」『
東
京
だ
よ
り
』
一
九
五
六
年
一
月
号
、
一
一
頁
。

（
106
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
六
巻
、
一
九
五
七
年
六
月
三
日
。
芦
田
と
一
万
田
蔵
相
の
間
の
同
様
の
対
立
関
係
に
つ
き
中
村
起
一
郎
「
防
衛
問
題
と
政

党
政
治
」『
年
報
政
治
学
一
九
九
八
』（
一
九
九
九
年
）
も
参
照
。

（
107
）  

芦
田
均
「
自
由
と
平
和
を
守
る
軍
備
」『
世
界
週
報
』
一
九
五
一
年
一
〇
月
一
一
日
号
、
一
七
頁
。

（
108
）  

前
掲
、
中
島
『
戦
後
日
本
の
防
衛
政
策
』、
五
一
―
五
二
頁
、
前
掲
、
佐
道
『
戦
後
日
本
の
防
衛
と
政
治
』、
四
九
―
五
〇
頁
。

（
109
）  

前
掲
、
佐
道
『
戦
後
日
本
の
防
衛
と
政
治
』、
四
九
頁
。

（
110
）  

野
村
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
野
村
吉
三
郎
「
日
記
」
お
よ
び
「
手
帳
」（
一
九
五
六
年
二
月
一
一
日
、
七
月
八
日
、
一
〇
月
一
〇
日
、
一
二
月

三
〇
日
、
一
九
五
七
年
四
月
一
一
日
、
一
九
五
八
年
一
月
一
七
日
、
八
月
五
日
、
九
月
二
四
日
の
条
）『
野
村
吉
三
郎
関
係
文
書
』
七
一
二
、
七

一
三
、
七
一
五
、
七
一
六
（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
）
な
ど
も
参
照
。
両
者
の
継
続
的
な
接
触
が
確
認
で
き
る
。

（
111
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
七
巻
、
一
九
五
八
年
二
月
二
二
日
、
五
月
一
〇
日
、
一
〇
月
一
二
日
等
。

（
112
）  

こ
こ
で
言
及
し
た
元
軍
人
の
う
ち
、
土
居
昭
夫
以
外
の
全
員
が
公
職
追
放
の
経
験
を
有
し
て
い
る
。

（
113
）  

前
掲
、
佐
道
『
戦
後
日
本
の
防
衛
と
政
治
』、
四
六
頁
。

（
114
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
六
巻
、
第
七
巻
、
一
九
五
六
年
二
月
一
三
日
、
一
九
五
八
年
八
月
二
八
日
。

（
115
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
六
巻
、
一
九
五
七
年
八
月
七
日
。

（
116
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
六
巻
、
一
九
五
七
年
一
一
月
一
五
日
。
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（
117
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
六
巻
、
第
七
巻
、
一
九
五
七
年
五
月
二
五
日
、
一
九
五
八
年
二
月
一
二
日
。

（
118
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
六
巻
、
一
九
五
七
年
八
月
七
日
。
岸
の
精
神
論
的
・
国
権
主
義
的
な
安
全
保
障
論
を
国
際
情
勢
の
緊
張
緩
和
に
基
づ
く

「
雪
ど
け
の
産
物
」
と
指
摘
し
た
研
究
と
し
て
大
嶽
秀
夫
『
戦
後
日
本
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
』（
三
一
書
房
、
一
九
九
六
年
）、
九
一
頁
。

（
119
）  
前
掲
、
中
島
『
戦
後
日
本
の
防
衛
政
策
』、
一
〇
九
頁
。
岸
の
消
極
姿
勢
に
つ
い
て
は
植
村
秀
樹
「
安
保
改
定
と
日
本
の
防
衛
政
策
」『
国
際
政

治
』
一
一
五
号
（
一
九
九
七
年
）、
前
掲
、
三
戸
「
芦
田
均
の
外
交
安
全
保
障
論
」
も
参
照
。

（
120
）  
前
掲
、
大
嶽
『
戦
後
日
本
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
』
一
〇
二
頁
、
中
北
浩
爾
「
鳩
山
・
石
橋
・
岸
内
閣
期
の
政
党
と
政
策
」
北
村
公
彦
ほ
か
編

『
現
代
日
本
政
党
史
録
3
』（
第
一
法
規
、
二
〇
〇
三
年
）、
一
九
二
頁
、
前
掲
、
中
島
『
戦
後
日
本
の
防
衛
政
策
』、
一
一
〇
頁
、
田
名
部
康
範

「
岸
信
介
の
二
大
政
党
制
論
」『
同
時
代
史
研
究
』
一
号
（
二
〇
〇
八
年
）、
五
七
―
五
九
頁
。

（
121
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
六
巻
、
一
九
五
七
年
八
月
七
日
。

（
122
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
七
巻
、
一
九
五
九
年
二
月
六
日
。
岸
の
真
意
は
、
核
保
有
が
憲
法
解
釈
に
お
い
て
は
否
定
さ
れ
な
い
旨
を
示
し
て
潜
在
的

防
衛
力
を
高
め
る
こ
と
に
あ
り
、
核
兵
器
廃
絶
の
姿
勢
自
体
に
変
化
は
な
か
っ
た
と
い
う
（
岸
信
介
『
岸
信
介
回
顧
録
』（
廣
済
堂
出
版
、
一
九

八
三
年
）、
三
一
一
頁
）。

（
123
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
七
巻
、
一
九
五
九
年
二
月
二
一
日
。

（
124
）  

前
掲
、
芦
田
「
自
由
と
平
和
の
た
め
の
闘
ひ
」、
三
四
頁
、
三
八
頁
。

（
125
）  

前
掲
、
植
田
「
芦
田
均
に
見
る
『
自
由
主
義
』
の
展
開
」、
一
五
八
頁
。

（
126
）  

前
掲
、
芦
田
「
自
由
と
平
和
の
た
め
の
闘
ひ
」、
三
八
頁
。

（
127
）  

注
（
111
）
に
同
じ
。
前
出
の
岡
村
寧
次
と
の
協
力
関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
128
）  

芦
田
均
「
昔
も
今
も
」『
東
京
だ
よ
り
』
一
九
五
八
年
九
月
号
、
六
九
頁
。

（
129
）  

芦
田
均
「
郷
土
防
衛
隊
に
関
す
る
メ
モ
」
前
掲
、『
芦
田
均
関
係
文
書
』
三
五
四
。
た
だ
し
、
郷
土
防
衛
隊
と
自
衛
隊
と
の
関
係
は
不
明
で
あ

り
、
徴
兵
制
の
導
入
に
つ
い
て
の
芦
田
の
見
解
も
定
か
で
は
な
い
。

（
130
）  

前
掲
、
芦
田
「
昔
も
今
も
」、
六
八
頁
。

（
131
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
六
巻
、
一
九
五
七
年
一
〇
月
二
六
日
。 

（
132
）  

芦
田
と
右
派
人
脈
の
関
係
に
つ
い
て
は
前
掲
、
大
嶽
『
再
軍
備
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』、
一
四
〇
頁
、
前
掲
、
植
村
『
再
軍
備
と
五
五
年
体
制
』、

八
八
頁
。



保守合同後の芦田均

101

（
133
）  

石
原
広
一
郎
『
予
感
』（
新
日
本
小
説
社
、
一
九
六
二
年
）、
一
四
八
頁
、
一
七
四
頁
。

（
134
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
六
巻
、
一
九
五
五
年
一
〇
月
二
八
日
、
一
九
五
六
年
二
月
一
三
日
。

（
135
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
六
巻
、
一
九
五
六
年
二
月
一
一
日
、
一
九
五
六
年
一
一
月
一
三
日
。

（
136
）  
前
掲
、
佐
道
『
戦
後
日
本
の
防
衛
と
政
治
』、
四
五
頁
、
前
掲
、
中
島
『
戦
後
日
本
の
防
衛
政
策
』、
五
一
頁
。

（
137
）  
前
掲
、
植
村
『
再
軍
備
と
五
五
年
体
制
』、
八
八
―
八
九
頁
、
前
掲
、
大
嶽
『
再
軍
備
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』、
一
四
四
―
一
四
五
頁
参
照
。
ま

た
、
芦
田
の
用
い
た
国
家
意
識
高
揚
の
レ
ト
リ
ッ
ク
が
感
情
的
・
情
熱
的
で
あ
っ
た
旨
の
指
摘
に
つ
い
て
は
前
掲
、
植
村
『
再
軍
備
と
五
五
年
体

制
』、
八
八
頁
、
前
掲
、
植
田
「
芦
田
均
に
見
る
『
自
由
主
義
』
の
展
開
」
参
照
。

（
138
）  

『
芦
田
均
日
記
』
第
六
巻
、
一
九
五
六
年
一
二
月
二
三
日
。

（
139
）  

三
木
と
芦
田
の
対
立
関
係
に
つ
い
て
は
前
掲
、
竹
中
「
中
道
路
線
の
崩
壊
」
が
詳
し
い
。

（
140
）  

池
田
慎
太
郎
『
日
米
同
盟
の
政
治
史
』（
国
際
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）、
二
一
七
頁
、
前
掲
、
上
田
『
石
橋
湛
山
論
』、
二
三
八
頁
、
姜
克
實

『
石
橋
湛
山
の
戦
後
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
三
年
）、
二
九
五
―
二
九
六
頁
。

（
141
）  

防
衛
力
に
対
し
て
経
済
力
を
優
先
さ
せ
る
「
非
軍
事
化
」
は
自
民
党
の
政
策
自
体
を
規
定
す
る
ほ
ど
の
力
を
有
し
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
る
。
前

掲
、
中
北
『
一
九
五
五
年
体
制
の
成
立
』、
二
五
八
頁
、
前
掲
、
同
「
鳩
山
・
石
橋
・
岸
内
閣
期
の
政
党
と
政
策
」、
一
六
八
頁
。
石
橋
・
松
村
に

も
岸
に
も
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
再
軍
備
派
・
軽
軍
備
派
・
非
武
装
派
の
膠
着
状
態
に
よ
る
惰
性
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る

（
前
掲
、
植
村
『
再
軍
備
と
五
五
年
体
制
』、
二
七
八
―
二
八
二
頁
）。

（
142
）  

前
掲
、
竹
中
「
中
道
政
治
の
崩
壊
」、
一
四
六
頁
、
前
掲
、
御
厨
「
昭
和
二
〇
年
代
に
お
け
る
第
二
保
守
党
の
軌
跡
」、
三
〇
二
頁
。

（
143
）  

前
掲
、
姜
『
石
橋
湛
山
の
戦
後
』、
二
八
四
―
二
八
五
頁
。

（
144
）  

そ
の
過
程
に
つ
い
て
は
北
岡
伸
一
「
自
由
民
主
党
―
包
括
政
党
の
合
理
化
」
神
島
二
郎
編
『
現
代
日
本
の
政
治
構
造
』（
法
律
文
化
社
、
一
九

八
五
年
）
を
参
照
。

（
145
）  

前
掲
、
佐
道
『
戦
後
日
本
の
防
衛
と
政
治
』、
五
〇
頁
。

（
146
）  

川
村
幸
一
郎
編
『
至
誠
動
天
　
保
科
善
四
郎
白
寿
記
念
誌
』（
日
本
国
防
協
会
、
一
九
八
九
年
）、
序
文
。

（
147
）  

こ
う
し
た
「
国
内
政
治
的
含
意
」
に
つ
き
前
掲
、
大
嶽
『
戦
後
日
本
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
』、
九
二
頁
。
ま
た
、「
二
極
化
し
た
知
的
雰
囲

気
」
に
つ
き
宮
崎
隆
次
「
第
三
次
吉
田
茂
内
閣
期
の
政
治
過
程
」『
千
葉
大
学
法
学
論
集
』
三
巻
一
号
（
一
九
八
八
年
）、
六
五
頁
。

（
148
）  

こ
の
よ
う
な
風
潮
は
、
再
軍
備
論
が
第
二
保
守
党
に
お
い
て
主
張
さ
れ
た
こ
ろ
か
ら
内
包
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
再
軍
備
論
が
伝
統
的
規
範
お
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よ
び
社
会
秩
序
の
復
興
や
そ
の
維
持
の
象
徴
と
し
て
受
容
さ
れ
た
と
の
指
摘
は
前
掲
、
大
嶽
『
再
軍
備
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』、
一
七
六
頁
。
ま

た
、「
平
和
」
を
争
点
に
し
た
保
革
対
立
の
形
成
に
つ
き
宮
崎
隆
次
「
戦
後
保
守
勢
力
の
形
成
」
中
村
政
則
ほ
か
編
『
占
領
と
改
革
』（
岩
波
書
店
、

一
九
九
五
年
）
参
照
。

吉
田
　
龍
太
郎
（
よ
し
だ
　
り
ゅ
う
た
ろ
う
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
　
　
　
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
助
教

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会
　
　
日
本
政
治
学
会
、
日
本
公
共
政
策
学
会
、
日
本
選
挙
学
会
、
日
本
法
政
学
会

専
攻
領
域
　
　
日
本
政
治
史


